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午前９時 29分 開会 

 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

皆さんおはようございます。 

本日は御通知を差し上げておりましたとおり、９月定例会におきまして、企業会計、一

般会計等の決算審査特別委員会に閉会中の審査を委託されました、議案第 61号及び議案第

62号の企業会計２件と、議案第 55号から議案第 60号までの一般会計及び特別会計の６件、

合わせて８つの案件を審査するため、本委員会を招集いたしましたところ、執行部を初め、

委員の皆様方には何かと御多用の中に御出席いただき、誠にありがとうございます。 

決算審査は、予算を議決した主旨と目的に従って適正かつ効率的に執行されたかどうか、

それによってどのような行政効果が発揮できたか。今後の行政運営においてどのような改

善、工夫がなされるべきかという観点から、予算執行の実績、結果について議会に批判、

監視の機会を与え、その成果を次年度の予算編成の指針として財政運営の適正を期すとと

もに、予算執行の優劣を判断する重要な審議であります。 

どうぞきょうから 23日までの３日間、日程のほうには十分御協力をいただき、実りある

審査ができますよう、よろしくお願い申し上げ挨拶といたします。 

審議に入ります前に、議長の挨拶をお願いします。 

○議長（末次利男君） 

≪挨拶≫ 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

ありがとうございました。 

次に、町長の御挨拶をお願いします。 

○町長（岩島正昭君） 

≪挨拶≫ 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

どうもありがとうございました。 

定足数に達しておりますので、本委員会は成立いたします。 

直ちに委員会を開会し、本日の会議を開きます。 

お諮りします。お手元に付託議案審査案件表を配布しておりますので、ごらんください。 

本日は付託議案審査案件表のとおり、議案第 56号から議案第 60号までの５つの特別会計

と２つの企業会計、合わせて７つの案件を終了、採決し、第２日目、第３日目に一般会計

を審査したいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 
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異議なしと認めます。よって、本日は５つの特別会計と２つの企業会計、第２日目、第

３日目に一般会計を審査することに決定いたしました。 

重ねてお諮りします。監査委員の説明は９月定例議会で行われましたので、省略いたした

いと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

異議なしと認めます。よって、監査委員の説明は省略することに決定しました。 

ただいまから審議に入ります。 

お諮りします。ただいまから特別会計の審議に入りますが、簡易水道特別会計と水道事業

会計を一括して審議したいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

 異議なしと認めます。よって、簡易水道特別会計と水道事業会計を一括して審査するこ

とに決定いたしました。 

重ねてお諮りします。簡易水道特別会計を除く、議案第 56号から議案第 59号までの４つ

の特別会計を一括して審議したいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

 異議なしと認めます。よって、議案第 56号平成 25年度太良町山林特別会計歳入歳出決

算の認定について、議案第 57号 平成 25年度太良町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について、議案第 58号 平成 25年度太良町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について、議案第 59号 平成 25年度太良町漁業集落排水特別会計歳入歳出決算の

認定について、決算書の 192ページから 275ページまで。行政実績報告書では 71ページか

ら 84ページまでの一括審議に入ります。本案件以外の方は一応退席をお願いいたします。

審査の時間になりましたら御連絡いたします。 

退席のため、暫時休憩いたします。 

 

午前９時 37分 休憩 

午前９時 40分 再開 

 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

 定足数に達しておりますので、委員会は成立いたします。 

休憩を閉じ、直ちに委員会を再開いたします。行政実績について関係課の概要説明を求め

ます。尚、説明におきましては時間の関係上簡潔にお願いします。 
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議案第 56号 平成 25年度太良町山林特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 57号 平成 25年度太良町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 58号 平成 25年度太良町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 59号 平成 25年度太良町漁業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

 それでは農林水産課長 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

≪山林特別会計の行政実績の概要説明≫ 

○健康増進課長（田中久秋君） 

≪後期高齢者医療・国民健康保険特別会計の行政実績の概要説明≫ 

○環境水道課長（藤木 修君） 

≪漁業集落排水特別会計の行政実績の概要説明≫ 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

なお、節度ある質疑にするために、質疑の方は必ず挙手で発言を求め、委員長の許可を得

て、特別会計名と関係書類名及びページ数を言ってから質疑をお願いいたします。 

質疑の方ありませんか。 

○田川委員 

 報告書の 74ページの山林について聞きますけれど、まず初歩的なことから聞いて申し訳

ないですけど、山林育成基金の積み立て状況一番下ですねのところがございます。25年度

末で２億 1,000万円ちょっとありますけど、これですね、毎年取り崩し額が大体あの何て

いうかな山林運営についてマイナスだったと思うですけど、例えば去年でしたら 1,600万

円の取り崩しがございますよね。その前 1,900万円くらいの取り崩しがあると思うんです

けど。今回ですよ、基金の移動とかございまして、また分収林の購入に充てられたという

ことで、ちょっと分かりにくいんですが、これは単純にここの取り崩し額から積み立て金

の方をざっと言うとそれをひいて 600万円位ていうことでいいんですかね。その今までの

基金の取り崩して書いてあるじゃないですか、去年おととしとか。要するに山林運営自体

のですよ、収支と言いますか。お金は。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 お答えをいたします。平成 25年度につきましては、分収林購入額をとり崩しをいたして

おります。それが 6,998万円でございます。ですから取崩しの 77,446万円から 6,998万円

を引いた分が運営費て言うんですか事業費に充てたというふうになります。 

○田川委員 
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 800万円くらいですね（「そうですね」と呼ぶ者あり）そいとですよ、毎年聞かれると思

いますけども、最近はですね、材価、材木の価格の動向とですよ。また国内材のですよと

りまくいろいろな近況ですとか、例えば２年前くらいに国の方でも国内材の受給率 20パー

セントを 50パーセントにしたいというようなことはあったと思うんですけども、そこらへ

んの国内材をめぐるですね近況はどうなっているのか材価と合わせてちょっと聞かせても

らえませんか。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 お答えをいたします。材価につきましては昨年度の夏頃には若干上がりましたが、それ

からまた下がってですね、現在のところ低迷をしているというような状況でございます。

それから国産材の利用促進ということでございますが、準木造住宅という建設がですねい

まいち需要がないと言いますか伸びておりません。で、したがいまして木材を活用した住

宅の需要というのがあまりないもんですから、なかなか利用促進にはつながっていないと

いうような状況でございます。 

○田川委員 

 材価もよくないとそいと後ね、需要も伸びていないということで、かなりまたこれから

も苦しい状況が続くんじゃないかなと思いますけれど、その他にですね例えば毎年聞きま

すけれども、６次産業化して付加価値をつけて材木を売るとかですね、もう一つはもう森

林を材木を売るだけじゃなくてですね、そこをですね観光課といいますか、最近でしてら、

森林セラピーですとかそういうことも全国的に整備をされてお金をとれるですね、そうい

ったお金を生むような森林もぼちぼちと出てきております。先日は 200年の森の新聞発表

があっておりましたけれど、その中にもですね、200年の森のところもですね、そういっ

たいろんな公園をするとか、そういった話しが出ておったと思いますけれど、そういった

ですね、森林そういった感じで観光化して収入を得るような、そういったふうな考え方は

これからもっていられないのかそこらへんどうでしょうか。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 はい、当然あそこの先日記念式典がございました。多良岳 200年の森ですね、あそこに

ついては作業路を今後もですね、計画的に延長していくとそこを遊歩道として活用してで

すね、観光にも活かせていきたいなと考えております。 

○田川委員 

 そうしましたらこのまた予算にですね、そこらへんの考え方を反映されることを期待し

ております。以上です。 

○牟田委員 

 ちなみにこのスギとヒノキ平均でもいいですから単価大体立米あたり単価を教えて下さ

い。 
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○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 はい。お答えをします。スギが４メートルのですよ、18から 22で平均で１万 1,600円

です。ヒノキにつきましては同じく４メートルものの 18から 22で２万 2,800円ていうこ

とでこれは佐賀県信連木材共販所の中値ていうか平均単価でございます。 

○牟田委員 

 今、言うたとは立米にすればいくらになる。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 スギが立米あたり１万 1,000円、ヒノキにつきましては立米あたり１万 6,100円程度に

なっております。 

○牟田委員 

 これは直接金額じゃないんですが町有林面積が 1,541.63ヘクタールあって町有林の実

態ていうことでここに１年から 10年まで 67.02ヘクタールていう数字があるんですが、こ

れを考えますと、１年間に金額によって広さの管理をしていくのか、それとも広さをある

程度基準を１年にどのくらいずつやっていく基本的な考えはどっち基本的な考えを置いて

おられるかちょっとお尋ねします。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 広さをまず例えば３ヘクタールなら３ヘクタール、４ヘクタールなら４ヘクタールとい

うことでですね、主伐の候補地を例年探しているところでございます。 

○牟田委員 

 これから一番手のいるとは１年から 10年、これが一番手のいるて思うもんね。伐採から

なんからもうあぎゃんとしてそいが 67ヘクタールあって 41年以上は 571ヘクタールてい

うことでここはそうは手のいらんけん広うもっとってもよかばってんここらへんが大体一

番肝心なところて思うんですがこのへんは大体１年から 10年までは大体何ヘクタールず

つ管理していこうかて考えておられますか。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 毎年主伐がですね、少ない年で１へクタール、多い年で約６ヘクタールございますので、

その翌年に新植をして参りますので２ヘクタールから３ヘクタールを予定をいたしており

ます。 

○川下委員 

 こい 41年生ていうか 71ページですけど、その 41年生以上が 75％あってですよ。なお

こう収入が望めないてばってんが。こい町長にお尋ねですけど、もしあれやったらですよ、

こがん安う売れんとないば何かこう町民のためにですよ。家ていうか立売りの家ば作って

やったいとかですよ。そこんたいば考えて少しでもこいみたらぜんぜんほとんど収入ほと

んどなかけんですよ。もしあれやったらこい使ってですよ。町民のために使って今後いく
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らかでも町有材を使った何か考えとらんですか。 

○町長（岩島正昭君） 

 先ほどから議員さんたちとお話しがありますとおりに１次産業農業が６次化６次化て言

いよっですけども、林業も６次化時代ですよ。だから素材だけじゃなくして付加価値をつ

けて、製材等々して多良岳材をブランド品を出すていうふうな今後の計画をもっていかん

ことには山はたっていかんというふうに思っております。だから今、田川議員からも昔か

ら何年か議会等々でも町営住宅等々もお話しがあっておりますからね、そういうふうなっ

製材をして２級品か３級品いわゆる１面無節か２面無節をですね利用して、頭の中には 20

坪から 30坪位の住宅を作って、そして家賃を２万円か３万円収めていただいて、10年間

住んでいただいければその人に提供するという政策も必要じゃないかというふうに思って

いるところでございます。だから若者定住ていうても野崎の分譲地も作ったっですけども、

なかなか皆さんたちご存知のとおりでもうなかなか売れんやったんですけども、やっぱい

町で作って将来的に皆さんたちにおあげすると、満額 10年で満額は収まらんでしょうけど

も定住対策の一貫としてそういうふうな考えていかないかんだろうなというふうに思って

おります。 

○川下委員 

 今ですよ、売り払い収入がほとんど望めないていう状況がずっと私が議員ばしてからず

っとそういう状況は続きよっけんですよ。今、言う定住促進も含めたところでですよ。１

年に５つずつでもですよ。家作って夫婦で住んでくいしゃっぎにゃその分だけでもですよ。

よかっかなて思うとですよ。大体１軒作るとにどれくらい材木がいるか分からんばってん

ですよ。今、町長言うてくいしゃったばってんですよ。そこらへんもよろしく課長もよろ

しくそこんたいなんとか考えてみてくれんですか。どがんですか課長。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 そういう住宅のですね材料として活用をしていくていうことは当然ですが、一つの６次

化て言いますか例としては間伐材をマキにする。それから、炭にしたりして販売を検討を

しなきゃいけないなと考えております。しかし実情それをやっている行政もあるんですが、

なかなか販売が難しいということをおっしゃっておられますので、そのへんは販売も含め

た売り方といいますか、ＰＲの仕方も考えていかなきゃならないのかなと考えております。

いずれにしましても、そういうふうなことでですね、木材のさらなる町有林の木材の活用

についてはですね十分今後も研究を続けて行きたいと思ってます。以上です。 

○牟田委員 

 今のとに関連してですが、ブランド化もその前から言ってましたとおりに、品物のブラ

ンド化はそう簡単に今のあれでできん。そしたら今、やっと 200年の森が着手されて、こ

れだけ注目されて、そして、箱根あたりに行っても昔の江戸時代の参勤交代の道路の街道
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筋なんかがあいがなんかもう最高の観光資源、そいけん山そのものをブランドとして考え

て、例えば太良に広域の林道の脇は、もう 50メートルくらいはもういっさいそういうふう

な街道、将来ここを観光街道にするていうような何か長期的な見直しに立ってそしてその

材価が上がればもっとそこじゃなく他にいっぱいこいだけ 1,500町以上の山があるとやっ

けんですね。そいけん材木そのもののブランド化も考えて行きながら、やっぱいそういう

ふうに山全体を山をブランド化するていう考えをどうやろうかもって長期的にやって行っ

た方がその夢があってみんな将来は、ひょっとしたらそっちの方が太良町の財源にはなら

せんやろかていうごたかすかな考えもあっとばってんそこらへん町長どうでしょうか。 

○町長（岩島正昭君） 

 今、確かに牟田議員おっしゃるとおりです。200年の森の等々であいさつの中で言いま

したとおりに山も一つの観光にドッキングして行きたいということと、都会の田舎思考で

どんどんどんどんきている状況ですから森林浴と兼ねてね、遊歩道いわゆる遊歩道等作っ

て大型バスくらい行くような途中まではですね、行くような道路整備も必要じゃないかと

いうふうな観光面両方牟田議員おっしゃるとおりそういうなとも必要じゃなかかと思いま

す。 

○坂口委員 

 似たようなこと川下議員に関連してですけども、若者定住そして少子化対策ですね、そ

がんと含めてもう定住対策にもこう地元材使うたらとか地元で作ったら 100万円とかいろ

いろこう対策をしてきてはおったわけですね、なかなか結果よそから含めて結果それなり

の結果はでたかもしれませんけど、それ以上結果は出てこなかったと。ここでおもいきっ

てですね、例えば広域農道鹿島に近い方ですね、どうしても手前なったらやっぱい通行と

かなんとかで今、鹿島に結構こう建物建てたいなんかしよっけんですよ。広域農道あたり

の鹿島の近い方に交通の便が良いところにですね、例えば町有地があったら幸いですけど

町有地がなかったら買収してでもそこにですね、やっぱり、町長が言われたような建売で

すか、もう何戸かずつでもこう例えば作ってですよ。多良岳の間伐材でも何でもつこうて

よかじゃなかですか。もう結構伐期的には 60年以上やっけんがこんなもんも例えば間伐材

でもすばらしい木材ですのでですよ。それを利用してこう作ってそれを貸与をするとか、

何かこうやっぱいここにくれば結構今、あの国あたりも例えば少子化対策とか若者定住と

かに結構金もつけたいなんかいこう新聞あたり見よればですよ。そぎゃんとの補助金とか

つけたいなんかいしよっとも調べればあっとじゃなかかなて気はするわけですね。そがん

思いきったここでやっぱい思い切った決断をして、その５戸ずつでもよかじゃなかですか。

徐々に増やしていって交通の便のいいそのへんの土地あたりば買って、活性化につなげる、

もうここにくればなかなかそのよか案のなかですもんね。もう思い切ってやって行くてい

うような考えはもたれとらんですか町長。 
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○町長（岩島正昭君） 

 議員おっしゃるとおりに広域農道等々も一応頭の中に入れてるとですけど、まずは、若

者の定住というのはスーパーが近くにある。駅、そいから病院等々はまず前提になります

からね。そこんたいの近くをですね、あちこちあたっとるわけですよ。将来的にある程度

定着すれば、ある程度の中高年くらいの方が広域農道の定着していただく、段階的にやっ

ていくようには考えております。まずはおたくおっしゃるとおり４戸か５戸ぼちぼちそう

いうふうな計画せないかんじゃろなということで関係各課長財政ともお話しをしていると

ころでございます。 

○坂口委員 

 確かに定住対策と言えば病院とかですね、そがんとの近かかていうか広域農道からすれ

ば鹿島もう近かしですよ。車もあるし、例えば老人さんならそりゃたしかにですね、ほん

な病院が近かったいスーパーが近かったいするところもあるですけど、ほとんど車で若者

あたりはあっちゃんこっちゃん買いに行きよっわけですね。単価の安かればわざわざ鹿島

じゃい武雄じゃいて地元で買わんでもですよ。そういうなんて言うかな交通あたりは若者

に対してはそこまで考えんでよかっじゃなかかなて気はせんでもなかですね。そいけんち

ょっと言えば鹿島にていうのは、鹿島に太良町と県境あたりは鹿島にも病院も近かし、ス

ーパーも近か、そのへんの発想の転換はやっぱい少しは老人と若者とというふうな区別は

してですよ。そのへんな考え方ばすればわざわざ鹿島に行きよるわけですから、鹿島も確

かに病院の近くもあろうし、離れたとこいにですよ、それなりに住宅ば作りよるわけです

からそして、そがんすればそがんとすれば、鹿島の県境あたりに幸いうまいとこのあれば

ですよ。そがんあんまい若者についてはそがん特定して病院あいじゃて言うあいはなかと

じゃなかんなと。病院もしかりですよ。病院も自分たちが選んでちょっと言えば太良病院

ばかいゃのうしてですよ。もういろんなとこいに病院に行きよるわけですから、そいは少

しはもう考え方の転換を思い切ってされて、すればどがんかなて気もせんでもなかっです

けどね。 

○町長（岩島正昭君） 

 建設課の住宅係がですね。若者向けに抜き打ちでアンケート調査もとっております。ど

ういうふうなことを希望するか。例えば何坪くらいが欲しいかということで今、集計はで

きとるかどうかわからんですけども、そういうふうなことはアンケートとっとりますから

ね。これを参考にしたいていうことと、もう一つは、全国でこう大都市の近傍地等々はも

う人口はくるばってんが、農地がない農振除外は簡単にできんということで、苦労しよる

て新聞報道等々でも聞いとりますから、ひょっとするぎん佐賀とか基山とかああいうふう

なとこは家ば作りたかばってんが、簡単に農振除外はできんというようなとで、そんなら

こっちの方にきとれば幸いだなと農地多かけんですね。そいでもう一般向けはそういうよ
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うなことでまた広報等々でやってみて、とりあえずはさっきあたりお話しにあった４戸か

５戸計画をしてだんだんと広げて行きたいというふうに思っています。出来るだけもう緊

急の時は鹿島、諫早、長崎等々は広域農道を利用すればすぐだと。通勤距離の範囲内です

からね。大々的に宣伝をしていきたいなと思います。 

○坂口委員 

 せっかく建設課がアンケートといよって町長が言われたけんですよ。そのへんの例えば

交通とかそのへんのところもですね、若者やっかんがどういう考えもたれとっかただ単に

住宅の何メートルでじゃいどぎゃんとがよかかじゃなくして、やっぱい交通の便とかです

ね、そういう太良町なら太良町の中ならどのへんに例えば欲しかていうような考え方を持

たれとっかそのへんもちょっと調査していだだければですね、どがん考えばもっとっとか

分かっとじゃなかかなと思いますので是非そのへんまで調査をアンケートをとっていただ

ければと思いますけれど。 

○副議長（久保繁幸君） 

 今、川下議員、坂口議員が言われたように私もきょうここで提案したかったのが、その

今アンケートの件やったんですけれども、アンケートをやっておられるようでやっぱり今

から結婚する若いものが、何で鹿島あたりに行くかという。私が来月と年あけてから結婚

式のご案内もろうとるとですが、まずはどけ住むとなて聞いたっですよ。２人とも鹿島か

らていうた。なしなて、太良には住宅のなかもんて、だけんアンケートしていただきたい

というのは、今の若者が一緒になる若いものたちがどのようなニーズをしていただくとか、

そのへんをきょうは提案していただきたい。提案しようかなて思ったぎん坂口議員さんが

言われた。そのへんを早く決断していただくように提案をいたしたいと思います。検討で

はなくてででね。即やっぱりそのへんはうちの人口、皆さんもご存じと思うんですが、減

る一方ていうような報道もなされてますし、またそういうな実態になっていきますし是非

そのへんは決断していただきたいというふうに提案をします。そいとは別にて簡単な質問

からいきますが分収林は直営林になったわけですかね。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 はい。お答えいたします。直営林になっております。 

○副議長（久保繁幸君） 

 そしたらば 59.7ヘクタールが直営林になった場合、少々ヘクタールが足らんのですが、

そのへん不足しておる分はどういうふうな。去年のね、実績を直営林 697.31ヘクタールこ

れに 59.7ヘクタール足したらば今年度の直営林の 757.01のヘクタールになるのですが、

いくらか９ヘクタールくらい足らんのですが、その不足はどのようになっとるとですか。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 はい。お答えをいたします。0.37ですかね。 
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○副議長（久保繁幸君） 

 私の計算ではね。分収林が 59.7ヘクタールでしょう。そいで、今年度に直営林に 

挿入された分が 50.3ヘクタールしかなくて大体９ヘクタールくらい足らんというふうな

私は計算ばしたとですけど。そりゃよか。分かりましたすみません。私の計算間違いでし

た。材価の価格は依然として低迷しておりますていうふうな説明やったんですが、売り払

い収入間伐材、主伐材等々も大分増えとりますが、これは今さっき立米単価が安くなっと

るとかなんとか‥‥‥の説明があったんですか。増額こんだけよけい売られたのはどうし

てなんですか。そんだけの伐期がきとったけんですか。ここ数年３、４年の売り払い収入

を見たら大分金額的に違いますので、そのへんの理由は。どのような。材価が下がっとる

けんがそがん売っとらんとじゃろかて思うたら去年のですね、間伐材だけでも倍近くなっ

とるでしょう。売り払いが。主伐材も去年からしたら 700万円くらい増えてるですね。そ

のへんの理由はやっぱり切らないかん時期がきとるから切ったわけですかね。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 はい。お答えをいたします。町有林につきましては最初、間伐の対象面積を大きく平成

25年度については 21.98ヘクタール間伐を行っておりますので、その分素材がですね、た

くさん出て単価は低迷しておりますが、これだけの収入につながっているということでご

ざいます。主伐につきましても先ほど答弁いたしましたように、例年１ヘクタールとか２

ヘクタール主伐かけとりましたが、平成 25年度につきましては、5.96ヘクタール主伐を

行っております。そういうこと材積がですね 1,971立米ありましたのでこの 2,340立米で

すかね。 

○副議長（久保繁幸君） 

 主伐した理由ですよ。今、間伐材は分かりました。主伐材は材価が低迷しとるのにてい

う昨年度からすればいくらですか大分多かでしょう。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 はい。お答えをいたします。例年主伐の調査を行っております。で、対象地区について

ですね，例えばスギの木とか風配とか決めまして立木調査を行います。その中にはですね、

こりゃこういうのを主伐をかけても当然金が上がらない。曲がりとか大曲が多いという場

合にはですね、対象主伐面積の仮に５ヘクタールを２ヘクタールにしたり 1.8ヘクタール

にしたりして主伐をかけておりましたが、平成 25年度の字角野内一帯の町有林のですね５

林班あるいは 19林班につきましては結構いい材がございましたので、集計したところ 5.96

ヘクタールの主伐をかけたということでございますので、来年度とか年度によってですね、

主伐面積につきましては変わるというようなことでご理解いただければと思います。以上

でございます。 

○坂口委員 
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 それについては臨機応変に多分やっていたて採算ベースのとれればよかていうふうな議

会の考え方もあったと思うけんそういう仕方でしたとかなて思うしですよ。そりゃそいで

よかとばってんが、例えば 200年の森の折にね円安で海外材が入らんで国内材のこう価格

が少しずつこう上がっているていうような状況ば話されたたいね。そういう話しをされた

けん例えばそういう国内木材価格がこう少しでも上がる要因があればですね、十分考えて

熊本木材なら熊本木材と話し合いながら単価のよかけん切って行こうとか考え方でやって

こられたと思うんですけども、今回あたりも例えば木材が単価が少しずつ上がればね、い

つも基本的には例えば３ヘクタール、５ヘクタールを我々は目標としてこう主伐して行こ

うていうような考え方で今までは材価が低迷したりなんかりして１ヘクタール、２ヘクタ

ールせんときもあったていうような状況なわけたいね。実際が。そいけんやっぱいこう木

材のこう言い兆候があればですよ。今のように５ヘクタールでん 10ヘクタールにせろねや

っぱいある程度ね、森林組合との仕事量もいろんな含めながら計算しながらやっぱいさる

っときは単価のいいときは、それなりの主伐を持って行くていうような考え方を今後ずっ

とやっぱいもっていたてもらわんぎとねいかんとじゃなかかねて気はせんでもなかとばっ

てん。急に木材が上がるて言う状況はなかわけやっけんですよ。そのへんはどがん考えと

っとかな。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 はい。お答えをいたします。市場の価格それから主伐を行う町有林のその地形的なもの

もございます。谷底深い谷に向いているようなとこにつきましては、搬出に経費がかかる

というようなことでですよ。なるべく傾斜が少ない主伐をおかけて搬出をする。それに経

費がかからないような候補地をですね。そんなのも後残ってないんですが、そういうとこ

ろから優先的に主伐を計画的にやっていきたいなと考えております。 

○坂口委員 

 しかし、太良町の牟田さんの牟田議員さんの考え、太良町に例えば森の財産を残すとい

うようになってくっぎとやっぱり交通の便とかどうしてもですよ。そういうとを交通の便

とか何とかを交通の便がよくて、いい木材あたりとを残していかんぎとですね、観光とか

なんとかになかなか使われんとじゃなかかなと。例えば急傾斜の一番谷んごたっとこに例

えば観光がいいのかどうかちょっと私分からんばってんが、その山のよさとかなんとかを

考えればそりゃいろんなとらえ方はあるわけやっけん、その難しいところ手のかかるけん

が金がいって採算とれんて言われればまたね、いろいろ問題出てくるとばってん。いいと

ころの観光とかいろんなとに使われるいいところは少しずつは残して悪いところはそんな

いどがんすっかていうことをいろいろこういう場で考えてね、悪いとこだけ残して後で観

光に使わるっかていうぎと、なかなか使われんわけやっけんがさ、そのへんもどがんした

らいいのか山林運営委員会とかなんとかで考えてもろて今後どう対策をするかていうよう
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なことを是非検討していただきたいと私は思いますけども。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 申し訳けございません。ちょっと説明が足らないところがござました。そういう地形的

にですね、恵まれないといいますか悪い場所については、今も行っておりますが、国とか

県の事業を活用してですね作業路なり出しがしやすいようにですね、作業路の開設、間伐

と合わせて作業路の開設を進めておりますので、ゆくゆくは結構経費がかからないような

山に変わるんじゃないかなと思っておりますので、そうなった時点で主伐をかけていきた

いと考えております。以上でございます。 

○牟田委員 

 今、坂口議員のあいに追随した形になるんですがやっぱいこう山を見に行っても太良の

場合地形的に急傾斜の多い谷間が多いですね、どこ見ても。テレビあたりで災害専門担当

者あたりの話しを聞いとったら、やっぱい谷の急傾斜のところは、人工造林針葉樹を植え

たところはやっぱり弱いとで、そういうところにはできれば広葉樹林を植えた方が災害に

強い山になりますよていうともずっと前から言われよっけんね。そういうふうにして銭に

ならんごたっところなら多面的に利用するていうことで山もこうたもんじゃっけんさ。そ

いけんそういうことをあれしたらやっぱい住民が安心して水害の時も暮らせるように少し

でも安心できるように谷のところは下から50メートルか100メートルもう広葉樹林になす

と、そしたらその観光にもまた広葉樹林の方がどうしても針葉樹林よりも広葉樹林の方が

見てみんな安らぐわけですよ。そういうところも両方含めて考えてもろうてね。そいけん

そういう急傾斜みたいなところは銭になるかんならんか別にして、やっぱい住民も安心し

て住めるような町に目的として両脇はやっぱりもうずっと基本的に広葉樹林を植えて行く

ていうようなそういう考えをちょっと提案してみたいんですがどうでしょう。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 はい。お答えをいたします。谷あいとかですね、結構標高の高いところについてはです

ね、色彩の森じゃないんですけど、森林組合さんに協力していただいて県の事業を活用し

てですね、県のいわゆる環境税です。あれを活用してですね、そういうふうにして広葉樹

を現在植え始めているところでございますので継続して進めて行きたいと考えております。

以上でございます。 

○議長（末次利男君） 

 今、山林だけ集中しておりますけれどもですね、特別会計としても基本的な考え方につ

いてですね、意見が出ておりますけども今、報告書見ておりますと間伐と主伐というわけ

方で報告をされておりますけども、今回の 200年の森事業ていうのが超伐期、多間伐事業

ということに私は受け取っておるわけですよ。そいで今後、この直営林だけでもですね、

700ヘクタール近くの主伐でもありますからですね、そういったことを方針転換していく
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のか、間伐は間伐、主伐は主伐として仕分けていくのか、あるいはその 200年の森ていう

のはひとくくりにやはりあの価値を高めていく、そして雇用を生んでいく。そしてそうい

ったいわゆるですね混交林て言いますか、スギとヒノキじゃなくてスギと広葉樹を混ぜて

やっぱり将来災害に強い、あるいは景観にも良い、あるいはその材木の価値も高めると、

そして雇用を生むという私は一つの方針転換のスタートだというふうに受け取っとるわけ

ですよ。そこでですね、今後そういう方向でやっぱいやるのか、あるいは価値を高めなが

らそういったもろもろのですね、いわゆる対策として超伐期、多間伐事業に進めていき方

針転換をするのか、もちろん諮問機関もございますのでですね、そういったことはどう方

向を示して諮問機関に投げかけられるのかここらへんは、こういった決算審査あたりの意

見を聞きながら、どう方向するのか、このへんは今回２箇所スギとヒノキで今度されまし

たですね、これはモデル園と思いますけども将来的に全体をそうされるのか、いやここだ

けモデルにするんですよというのかですね、このへんは将来展望ていうのが当然ここに立

てるべきだと、もう今までのやり方はある意味行き詰っまっとるわけですからですね、じ

ゃあ方向を展開するためにはどうするかていうことですからそういう方向で考えてるのか

どうなのかていうことですね。そいとなかなか収益が出ないていうのは、ようするに材価

の低迷もありますけれども当然経費の経費がかかりすぎですよ。そいであの毎年毎年省力

化のためには林内道ですね、毎年してみたり、あるいは効能率の機械を導入してみたりし

ておりますけれども、その効果がやっぱり経費節減に失しているのかどうか、このへんは

やっぱり検証すべき、じゃあいるんだというわけもいきませんけどもですね。どれくらい

効果を失しているのか。このへんを検証すべきじゃないかなというふうに思いますし、そ

こが昔はね材価は安くても労賃が安かったからある程度収益があったんですよ。もちろん

そういうこともしかしながらここは削られません。やっぱい効能率にやっぱい当然先ほど

言われたようにその林内道路を入れてみたりしてですね、省力化に図っていかんばいかん

と思いますので、そのへんの方針あたりばですね是非今、示してくいろていうことではな

いですけども、是非方向を示してですね、本当にせっかく 50年、60年たてば主伐林分て

いうのは手はかからんわけですよね。保育費はかからんわけですよ。今からどう利益を生

むかていう時期にきとるわけですからですね、この生かし方ていうんですか、こりゃもう

６次化も大事かでしょう。いろんな方法で大事かと思いますのでですね、是非そのへんを

今のご意見を参考にしながらですね、示して欲しいなというふうに思います。 

 

午前 10 時 53 分  休憩 

午前 11 時 ５ 分  再開 

 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 
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 それでは休憩を閉じ再開いたします。山林に集中しましたから今度は他の方でですね、

質問をしていただきたいと、これを終わりではございません。山林も。なかには入れても

よございますから。 

○副議長（久保繁幸君） 

 この前の活性化の時やったですかね。ちょっと委員の方で説明をお願いしたんですが、

この前国保の方で、広報委員会の方が説明を聞かれたんですが、まだ委員会が今月末なん

でまだ私は分かりませんていうことで答えてありますが、基金残高、積立金状況かこれが

42万円しかないけど今後はどうなされるのかていうこと私聞かれましたので、そのへんを

課長の方から分かればご説明をお願いします。今年度のことなんですが。分かる範囲で、

私が説明できませんでしたので、よろしくお願いします。 

○健康増進課課長（田中久秋君） 

 お答えいたします。答えになるかどうかちょっとあれですけども、行政実績の方で、総

括的なことを説明しましたとおり、国保の被保険者は、年々高齢化の傾向になって、所得

が退職されて国保に入られる方とか若い世代は町外に出て高齢者が多いと、それに伴って

収入が所得がないということで国保税の収入が思うように伸びてこないというふうな現状

ともう一方歳出の方ですけれども、どうしてもこう年齢がこういっていくと病院に行かれ

るケースが増えてまいります。当然、医療費は伸びてまいります。今、後期高齢者医療制

度というものができましたので、75歳を迎えられると国保から外れて後期高齢者の方にい

かれますけれども、それ以上の分についてまた別の問題で後期高齢の方でできますけれど

も、国保だけで言いますと若い世代は出生も少なくなっているで、成人されたらもう町外

に行かれる一番働きざかりの世代がいるのが国保には不足をしていると、そういった収入

を稼がれる方は若いうちはそれとなく健康でいらっしゃいます。病院に行く回数は減りま

すので、そう伸びないんですけども、高齢者の分が医療費がどんどんどんどん被保険者は

先ほど平均で 3,800いくらていいましたけれども、年々被保険者数は年々減少をしており

ますけれども１人当たりの医療費ていうのは年々増加の傾向にあります。目的税ですので、

給付に応じた保険料を徴収するのが大原則ですけれども、所得がないないのに税率だけを

ぼんぼんぼんぼん上げても結局半分くらいは軽減世帯ですよ。軽減額は国、町、県が補填

をしよっとですよね。税率を上げても軽減の額を増やして行くとでその分は一般会計から

町に繰入れないかんと。国保財政だけでみればそりゃ税率上げてもその分入ってくっけん

がいくらなっとんは助かるとですけども、税率あげても所得自体がなかとやっけんがそう

伸びらんとですもんね。そういう現状の中で基金をどうするかて言われてもちょっと厳し

かとですよ。そいで議員さんのご理解をえて特別繰入ていう形で補填を過去２年間お願い

していただいておりますので、担当課としては今、申し上げたとおり税率を上げてもそう

収入増は見込めないとそうしても一般会計からはお願いせざるを得ん状況になってくるだ
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ろうというふうに考えておりますので、今の状況で議員さんのご理解を得ながら特別繰入

をお願いしながらなんとか単年、単年をなんとか安定運営をできるようにしていきたいと

いうふうに考えております。で、その特別赤字補填の意味合いで繰り入れをしてもらって

おりますので、当然そこに剰余金が出た場合は全部て言うわけにはなかなか収支ができま

せんので、全部余った分を一般会計に返すていうことはなかなか難しいですけれども、い

くらか、監査委員さんからの指摘もありましたとおり平成 25年度については 7,500万円ほ

ど形式収支では一応黒字の形になっておりますけれども、実質 8,500万円の特別繰入一般

会計からありますので、実際それがなかったら赤字なんですよね、で、今年度その分 7,500

万円のうち 3,000万円ほどやったかな、お返しするような形で 26年度予算措置をしており

ますので、そういう形でなんとかやりくりをお願いできたらなというふうな状況でござい

ます。回答になったかどうか分かりませんが、以上です。 

○副議長（久保繁幸君） 

 そしたらば今、担当課の方では 23年度税制改正したんで、今、収入がそんなにないので

しても、そんなにないだろうと特別繰入をお願いしたいてことですね、はい。分かりまし

た。 

○牟田委員 

 ちょっと今の問題はですね、深刻な問題で国民健康保険は、ちょっと我々も小さな職場

じゃあるんですが、今まで強制的に厚生年金にかたれていうところまではいっとらんやっ

たっです。ところがここ平成 29年度からかもうその加入企業じゃなかったら公的な仕事の

入札にはできませんよ。ていうような指導をするけんそいまでは完璧にそういう事業者は

そういう社会保険のあれをちゃんとしなさいていう指導はもう今、去年おととしからか受

けてもうよっぽど自分はかたらんていう人以外には今もうかたしとったいね。そいぎそう

なってくっぎにゃもう働きよる人がそうほとんどそうなってくっぎにゃ自分が個人事業主

か１次産業の人ぐらいしか、かける人がおらんで、そしてとる人はどんどん増えていきよ

っけんそこのところはね、どうしても賄いきらんていうことは分かっとるわけですからそ

こんところは、そいけん何か国も県も今、65歳以上がタンス貯金はもう６割位は 65歳以

上の人がもっとるけん何とかそれをね出さしゅうで一生懸命報道あたりでもさ年寄りが

1,000兆は年寄りがもっとるとか佐賀県にしても 3兆 6,000億円貯金のあるとが、２兆円

くらいは 65歳以上の年寄りがもとってそこになってくればもうその医療費負担の方を上

げていかざるを得ん、もしバランスばとっていこうてすっぎんね、そりゃ難しいことじゃ

ろばってん本当に一般会計から繰入れをなるだけ少なくていえばそこしかなかわけですよ。

財源は。そいけんそこのとこをいつごろに全くこのままやっていたてずっと増えて行く一

般財源からの繰入れをそのまま見とくのか、年寄りの老人医療費を今度は負担額を負担パ

ーセントを上げるかそこのところはどっちにいかんばいかんて先の見通しとして考えます
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か。 

○健康増進課課長（田中久秋君） 

 議員おっしゃるとおりでございまして、全国的に見ても一般会計からの特別繰入でなん

とか賄っているという保険者はかなりの保険者があります。で、そういった国保のその国

保じゃなかですね、国、日本の全体の日本は皆保険制度をとってますので全ての国民が医

療保険にかたらんばらんというその受け皿として国保がございますけれどもその皆保険制

度自体が崩壊の危機を迎えているというふうなことで国の方もですね、あーでもないこー

でもないていった議論を今、熱心に行われてその継続可能な法律が昨年そのプログラム法

案ていうのが出来てそいは骨子ですのでいついつまでになんなんをするていう法案が昨年

度できてそれに伴って国保については各市町が保険者となってしているものを県が賄うと

いうふうなとをプログラム法案で定められております。その期限が平成 29年度を目途にす

るていうふうなことで平成 26年度目途に平成 29年か平成 30年までには県が保険者となる

ていうふうな形になっております。で、赤字保険者ば寄せ集めて県が保険者になったけん

てなんら解決にはならんと赤字保険者ば寄せ集めて県が保険者になって黒字になるわけで

はないとそういったいろんな議論もあっております。で、そいぎ保険料はどぎゃんすっと

かいと、太良は県内見れば欠から１番目か２番目か３番目かそんくらい医療費は安い地区

になります。ことしの場合は特例的にちょっと医療費伸びて下から６番目か７番目くらい

にちょっと医療費ことし伸びてちょっとくっく今、言いよるとですけども県内でみれば安

い地域になる。東部にきは医療費は高かですもんね。そいぎ高い地域と安い地域一律の保

険料でよかつかいと。おどんは高っかもんのためによんにょ保険料ば払わんばとかいてい

ろんな意見がございます。そいぎなんで太良の方が安かとかいて高度医療のこっちにはな

かけんたい。東部は高度医療のよんにょあっけん医療費はたこうあがっくさん。当然もう

頻繁にいかるっとやっけん。医療の提供ていうとは県が整備せないかんと、県が整備して。

そいぎ医療の僻地という問題はどぎゃんすっとかいて同じ保険料にした場合、同じ被保険

者で同じ医療を受ける体制をととのゆっとは県の務めやろうもんて、まあそういったいろ

いろもろもろの意見が今、ごちゃごちゃやって国の方で議論がされております。平成 29

年度を目途に県が保険者になるということだけは決まってそいぎどういった形でするのか

とかを今、政務レベル、事務レベルでの協議を全国から代表者呼んで協議が今、されてお

りますけれども、とりあえずその先がどういう形になってくるのかていうのははっきりま

だ見えてきておりません。さしあたって、遅くとも平成 30年まではなんとか今の状況で太

良町国保としてしていってその後、制度がどういうふうに変わるか分からんけんですね、

そいまでには、とりあえずは赤字をもって統合ていうのはなかなかまずいですので、平成

30年まではきちんときちんとていうか、安定運営ができるように今の現状でお願いをして

いきたいとその給付、今、病院にかかれば３割負担ですけれども、それを４割、５割てし
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てくいしゃっぎにゃ保険者は助かるとですけども、そぎゃんむちゃなことを国もせんけん

ですね、赤字ばどぎゃんすっとかいてそいぎその社会保険からの拠出ばしよらすとの総報

酬割りということで、そこに国が出しよっとはそいば出さんでよかごと総報酬割りで社会

保険等はまかのうてそこで浮いた銭を国保に赤字補填の分で国保に財源を回すていいよら

すとですけども、そぎゃんすっぎと社会保険の方もぞうたんのごとおどんがもらうとばな

し国保にやらんばんとかいていうふうな議論とかいろいろ喧々諤々議論されております。

実際どういう形になってくるのかていうのはなかなか見えない状況ですので、とりあえず

は現状のままで補填をお願いしたいというふうに考えております。答えになったかわかり

ませんけど。 

○田川委員 

 先ほどですね、国保の方で予算の繰入れをですね、一般会計から 8,500万円ほどしてる

ていう話しやったんですけど、それ以外にもですね、多分、平成 24年度引き続き繰越しが

3,200万円ほどあると思うんですよ。で、結局それ足すと大体１億 1,700万円ほどですか

ね、で、ことしの差引額が歳入、歳出差引額が翌年度繰越になってます。これは 7,500万

円くらいということは大体 4,000万円くらいの赤字が出ているといっていいんですかね。

どんなですかね。 

○健康増進課課長（田中久秋君） 

 ここ近年で見ればそういった数字になってはくるんですけども、給付、病院代ですね、

病院代の、収入は一定の率で税をかけておりますので所得が大きく変動しない限りは収入

の分では自主財源変動はないとですけれども、歳出はその年年の医療費の状況によって当

然そこに赤字額ていうのは増減はしてきますので、それが 4,000万円ては限らんというふ

うに考えております。 

○田川委員 

 先ほどですよ。太良町の医療費ていうとは県下でも下から２番目とか３番目私もそいい

う認識持ってましたけども、さっき言われた中身がちょっと６番目か７番目になってしま

ったと下からですね。それはまたどういった原因でそうなったんでしょうか。 

○健康増進課課長（田中久秋君） 

 今年度が特に今、給付、医療の分が伸びております。で、具体的な疾病がなにがどうで

どうだていうのはなかなか膨大なレセプトの数になりますのでそこらへんまでの分析てい

うのはかなり難しいかと思いますけれども、給付の種類別で見ますと３月から８月までの

診療で見ますと入院費がですね 17パーセント伸びております。なんらかの病気、怪我そこ

らへんはわかりませんけれども入院費がかなり、逆に外来の方がですので 99.9パーセント

ですので、外来は昨年とそう対して変わらんと。ただ入院費がかなり伸びているというふ

うな現状でございます。で、新規の透析の患者もことし２名さんほどまた新たに入ってき
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ましたので大体月 100万円から 1,000万円くらいはかかるというふうな話しは聞いており

ますのでその人、透析患者が１人増えればもう 1,000 万円歳出が増えるていうことですの

で、そこらへんでもかなり影響はあるのかなとに見ております。 

○田川委員 

 今は、医療でも予防医療ていうのに特定健診とか中心にやっておられると思うんですけ

ども、こういうふうに県の順位というのは相対的ですからその他のところが減ってるかも

しれませんけど、今のを聞く限りでもやっぱいこう医療費が上がってるわけでしょう。相

対的な全体的な金額が町内として、医療費が、ていうことはやっぱいなんらかなですね、

予防医療やっているのならば効果をやっぱい出さないといけないと思うんですよね。これ

から今、40何％じゃないですか特定健診に関してはですね。特定健診だけではないと思い

ますけれど、それ中心になってくると思いますけれど予防医療としてですね、どういった

ことをこう今までと違うようなことやろうとしているのか、何か企画でもあれば聞かせて

下さい。 

○健康増進課課長（田中久秋君） 

 議員おっしゃるとおりとにかく予防に力を入れていかんと医療費の抑制にはつながらな

いというふうに担当課としても考えております。で、今、特定健診、昨年度で 45.1％でし

たけれども、年々受診率は増えてきております。私が来たときが、37か 39ぐらいだた思

ってます。結構伸びてきてます。とにかく議員さんも目につかれたかと思いますけれどど

も各地区ごとの受診率あたり、おたくの現在の受診率はこれだけですよ。後目標達成まで

に後何人きて下さいていうようなそういった広報ＰＲ等もですね、力を入れてとにかく健

診にとりあえずは足を運んでもらうというふうなことで、がん検診等も含めてですね現在

取り組んでいるところです。結果ばもろうたけんてちょっと素人やったけんて何じゃい数

字のなんじゃい増えとったい減っとったいえくらいでそいが何かていうとはなかなかわか

らんけんですね、その結果説明会をですね、国保の特定健診に関して言えば、結果を直接

本人にやっとじゃなして結果説明会の会場会に来てもらって、そいで手渡ししてそこで説

明をしてお宅はこの数字がこうこうですので、こういったことを食生活で注意したほうが

よかですよというふうなことの指導をですね、そしてもっと数値が悪い人についてはもう

保健師が直接家の方まで出向いて家の人が都合が悪かれば、役場の方に来てもらっててい

うふうなことで、とにかく個別のそういった指導に力を今、現在入れてやっているところ

です。で、そのわずかずつでございますが受信率は伸びておりますけれども、大体その健

診にこられる方のリピーター率ていうのは割かしよか。受けっしゃ人は毎年受けてもらう

けんが、そん人達についてはよかとですけれども、ここに見えとらん人のおいしゃっ気の

するとですけども、こん人はまったくきいしゃれんとですよね。そん人たちばいかに健診

会場に足を運ばせるかていうとをですね、そこをいろいろこう何とかどぎゃんかせんばん
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て思っていろんな方法その一つの手だてがその部落単位で競争さすうだいえていうふうな

ことで受信率ば公表したような形でしたりとかしよっとです。保健推進委員さんあたりも

各地区おられますので、そういった方々にもなるだけ地区内に足を運んでいたっきいしい

て言うてもらような形とにかく全く見えられない方についてですね、いかに足を運ばせる

かというのが一番、今、悩んでいるところです。以上です。 

○議長（末次利男君） 

 今、もう詳しく説明されましたからですね、いずれにしても平成 29年度に一本化すると

いういことで進んでいるということですけども、いろんな努力をされながらですね健診率

にしても保健指導にしてもですね、平成 25年度決算状況ではですね、療養給付費の前年対

比の 95だったということですが、ちなみに去年は 102.4％かな、だから若干給付費が下が

っておりますですね、件数にしても 3,000件、日数にしても 4,246日、費用にしても 5,000

万円、保険者負担にしても 6,000万円あまりですね。今回健診率も 2.1％上がっておりま

すし、もろもろのですね指導体制あたりも充実されているということなのか、特段流行性

の疾病がなかってこういうふうになったのかどういう分析がされておりますか。 

○健康増進課課長（田中久秋君） 

 議長さんおっしゃるとおり、健診の効果もいくらかはあるのかなというふうな感じは受

けておりますけれども、総論的には被保険者が減少をしておりますので総額では減ってく

るとですけれども１人あたりでみればですね、昨年対比で２パーセント増の状況でござい

ます。総額で 95くらいでなとっとですけども、去年の対象者の人数とその前の年の対象者

ていうとそこに 100名かいくらかは減少しとりますので、総額で比較ていうのはなかなか

難しい。先ほども言いましたとおり１人あたりの医療費は平成 23年度の前年比では 108.9

パーセント、平成 24年度で 105.2パーセント、平成 25年度で前年比が 102パーセントと

年々医療費は１人あたり医療費は伸びてきております。以上です。 

○議長（末次利男君） 

 いずれにしてもこの財政は数年前からですね、‥‥‥的に急迫しとるわけですけれども、

何といってもこれはもう給付費を抑えて健康を守っていくのかというとはこれは至難の業

だと思いますし、先ほど言われたようにそのためにはまず健診率をあげるということに尽

きると思います。そいであの先ほどもあったんですけれども、どこの地区もそうだと思い

ます、うち地区もそう。いたてもらう人固定化している。いかん人も固定化しとるわけで

すよ、なかなかその伸びないという状況で行かない人の固定化をどう防ぐのかここが一つ

のカギになってくる。そして早期発見して医療費を抑えるという形をとらんとですね、も

うそれないしか手立てのなかわけですのでですね病院に３回行きよっとば２回しか行きな

しゃんなていう制限はされんわけですからですね、そいけんそこの手だてが一番難しいと

思いますけれども、これはもう特に保健推進委員さんの熱意にもかかわってくると思いま
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すのでですね、そのむちを２回打つのを３回くらい打ってですね、やっぱりそういった健

診率を上げるしか、それについては昨年、総務あたりで検証をされましたけれども、特典

をやるとかペナルティーを科するとかいろんなところもありますけれども、そういったと

ころを健診率を上げるためにそういった創意工夫を是非ともしていただいて給付費の抑制

に繋げていただたいなというふうに思っております。 

○坂口委員 

 今、保健推進委員は各地区に１人は置いておられるとかな。  

○健康増進課課長（田中久秋君） 

 はい。お答えします。小さい部落はたぶん何地区か合併で１人ていうふうな大きな地区

については２人ないし３人ていうふうな形で保健推進委員は設置をお願いしております。 

○坂口委員 

 あんまい私は受診しよらんけんが言われんとばってんがそういう保健推進委員さんのち

ょっとこられん世帯はわかっとっわけね。わかとっていうか調べればなんかいでんくっけ

ん分かとりゃすっとばってんが、そん人たちが例えばそういう受けられん人のとこれ顔ば

ちょこっと見せれば今度行こうかなて気にもならんこともなかけんですよ。そのへんなど

ぎゃんかなて思いますけれどもそのへんの保健指導員さんのたまには１年に１回、２年に

１回くらいちょっとそのうけられん人たちのところにちょと回るとかそぎゃんた出来んか

な。 

○健康増進課課長（田中久秋君） 

 未受診者の名簿を出すていうのはなかなか最近は個人情報保護関係でなかなかいろいろ

取り扱いが難しい。未受診者の名簿を配るていうのは個人情報になるのかどうかていうと

ころから入っていかにゃいかんとですけども、ただ未受診者には区長配布でハガキあたり

で受診干渉等をしておりますので、その区長配布でお願いするときに保健推進委員さんを

活用しながら受診干渉をお願いしますていうふうなことで、一応通知をしておりますので

先ほど議員さんおっしゃったとおりその地区地区の推進委員さんにも温度差がございます

ので一生懸命される地区は具体的に言えば伊福地区とか昨年度あの大部落で目標の 60パ

ーセントを達成されております。小さい部落で 60パーセントいってない地区もございます。

そういったことで推進委員さんの温度差がございますので行政としてその推進委員さん全

部にうっかけて私どもが口だけでぽんぽんて言うてもなかなか推進委員さんも仕事おあり

の中されますので、私どもも一生懸命そこらへんについてはですね、個人に直接電話でお

願いしたりとかそういったことであまり推進委員さんに負担にならないような形で、お願

いをしつつ私どもは私どもで未受診者にはそれなりのアクションをとっていっている現状

です。以上です。 

○坂口委員 
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 執行部の立場は十分分かりながら言いよるわけですね。やっぱい個人情報とか何とかば

言われれば執行部はそこまで立ち入られんとこもあったいなしたいしてね、部分的には分

かるとばってんが、そのへんがなんていうかな区長さんとかそういう人たちも上手に使い

ながらていうぎんいかんけど、個人情報て口では言うばってんほとんど全部知られてしも

とっけんさ中身は、実際言うてね。中にはそれを盾にとってね言う人も中にはおっかもし

れんとばってんね。そのこがんとはあんまいいろんな例えば税とかなんとかはねいろいろ

あろうばってんが、こういう健康とか何とかについてはあんまいそがんていうかな深く考

えんでよかかなて思いはすっとばってんが、そのへんは区長さんとか何とかこう行かれれ

ばやっぱい顔を出してもらえれば次は行くけんねていうくらいは考ゆっとばってん。なか

なか私が行かん人間があんまいいろいろ言うこともなかとばってんが、上手にこうそのへ

んの区長さん含めてね、各地区が今何パーセントですよて、広江あたりも 50パーセントし

かいかんぐらいて思うし伊福がそういう状況で 60パーセントもなったよていう、よそもね

ちょこっと力を入れたら 60パーセントなったよていうふうなことやっけんでですよ。上手

にこうよその地区あたりんともぎゃんないよっよていうごた格好で競い合わせたような状

況ばこううまく上手にさ難しかて思うとよ。思うばってん上手に言うていただいて受診率

を上げる方法をおどま１回来てもらえれば次行くとないぎんにゃて思うとばってん。上手

にそのへんはしてもらえればよかなと思います。 

○田川委員 

 漁排の方でよろしいでしょうか。すみません。基本的なこと聞きますけども、今、です

よ。漁業集落排水の基本料金が 1,500円で、使用料が１世帯あたり 500円と、要するに４

人家族であるならば 3,000円ですかね。で、新に新規加入した場合には新規加入料が 25

万円と工事費は別ということですかね。 

○環境水道課課長（藤木 修君） 

 加入の分担金が 25万円で個人は別。 

○田川委員 

 工事にその接続本管まで接続と思うんですけど、それいくらかかるんですか、大体。 

○環境水道課課長（藤木 修君） 

 具体的に詳しい数字は私はちょっと分からないんですが、おそらく家の改造からなんか

らトイレの改築からしないといけませんのでおそらく 100万円から 200万円程度見込まな

いといけないと思います。 

○田川委員 

 と申しますのも決算書 267ページを見てますとですね、一般会計からの繰入れですよね

これ 4,300万円ほどありますよね。使用料が大体 700万円くらいていうことで使用料の６

倍くらいの繰り入れをしているということで、もちろんその汚水の処理てことについては、
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下水でやるのか、また、浄化槽でやるのか思うんですけど、合併浄化槽にやった方という

のが補助においても 60万円、70万円ぐらいはかかると思うんですよね。結構ランニング

コストていうのも、結構汲み取りから合併浄化槽変えたら下がるかなて思ったけどかえっ

て上がったみたいなところもありますのでそこらへんのそのバランスといいますかね。こ

の漁排についてこういった使用料と一般会計からの繰り入れのバランスと言いますかそこ

らへんは今後ですね、どう考えておられるのかいうのを聞かせてもらえますか。 

○環境水道課課長（藤木 修君） 

 はい。お答えいたします。以前も議会のときも田川議員に質問されたことについたこと

にお答えした経緯があるんですが今、太良町は合併浄化槽でいきましょうということで、

個人設置型の合併浄化槽を推進しておりますが、料金的な視点から言えばその合併浄化槽

の維持管理費というものが、当然基準になってくるかと思います。で、それを元に考えた

場合に竹崎漁排の使用料というものは決して安くはない。例えて申しますとですね、竹崎

地区が大体４人家族さんぐらい平均的になるんですが、４人でいきますと先ほど議員言わ

れたとおり税込で年額 44,100円程度になります。で、合併浄化槽の５人槽をとってみます

と、ある業者さんはもう４万円を切るような状況にもなっていると。同額程度の業者さん

もいらっしゃいますけども、そういうふうな逆転するような現象がおきている状況にある

と。で、まあ、竹崎の組合の方ともお話しすることはあるんですが、やはりこの収入の増

につながるような料金改定というのはなかなかお認めいただかない状況にあります。まあ

その当時、試金石ということで我々が‥‥‥そのへんの意識がまだまだ強くございますの

で、しかも基準となる料金が‥‥‥あっておりますが今のところなかなか進めることが出

来ない状況にあると。そしてですね、これは繰り入れがうちが 80パーセントくらい予算上

は。残額戻したらもっと少なくなりますけども、どこも市町も一様に苦しんでいる状況で

す。例えばですね、同じような規模の農業集落排水で鳥栖市なんかも他会計繰り入れが 85

パーセントを超えている。武雄市も 83パーセント。で何でこうなるかというとやっぱり公

共下水道なり浄化槽なりの費用と同じレベルにするべきだという観点からこういうふうに

なってるんだというふうに考えるところです。太良町の漁排についてもこれは致し方のな

い状況にあるんじゃなからうかというふうに思います。当然計画されたこの事業を計画さ

れた当初、まだ旅館も４件ありましたし、人口も多かったです。その状況で計画された施

設の規模ですね、今の状況で言いますと、施設の能力に対して負荷率が 35パーセント程度

しかありません。人口が減って行く中でそういう状況であるということです。 

○田川委員 

使用料だけを見るとですね特に合併浄化槽やっている方とそんなに大差ないということ

で了解いたします。そしたらですね、これは何のためにつけたかというともちろんその汚

水処理率を上げるためなんですよね。だからあの毎年いっているから繰り返しになると思
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いますけども、そのどういった効果がですね、その漁排の方で今‥‥‥出てきたかていう

のをちょっとお聞かせ願いたいと。 

○環境水道課課長（藤木 修君） 

 聞くところにおりますと、当然地域生活圏の保全あるいは公共水域の改善、そういうこ

とで、竹崎地区の悪臭がなくなったと、あるいは港の中に魚が戻ってきたと、そういった

ことも聞くところでありますが、ちょっと環境のほうで資料をもっとったんですが実際今、

海水の水質調査を今はもう頻繁にではなくて３年に１回行っているんですが、平成 23年度

に行われまして、ことし平成 26年度にも行いました。顕著に出るのがですね、数字的なち

ょっと資料今、持ちませんが大腸菌ですね、海水に含まれる大腸菌がもうものすごく少な

いです。その他、リンや窒素等についてもよそというのは測定しているのは竹崎漁港、道

越魚港それから多良川河口、糸岐川河口の４か所です。それらと比較しても窒素やリンと

いうものも数値は竹崎が一番低い状況にあります。それらは効果として表れているものだ

というふうに考えるところであります。 

○坂口委員 

 滞納部分についてですよ、旅館等が滞納した分があってその話しあいがなかなかかみ合

わんていうような状況を聞いておりますが、こいはある程度なんて言うかな状況からすれ

ばですね例えば我々、個人で浄化槽、当時はつくった当時であってやはり例えば旅館あた

りがよかとならとれとれていうような状況もあったと思います。多分ね、いろんな状況で

説明が不十分とか説明は多分されたと思いながらやっぱい当事者あたりは説明が不十分だ

ったとかなんとかもういろいろですよ。そりゃ、そりゃそいとして我々個人の旅館の合併

槽の処理に払う料金よか非常に高いセッティングが一番最初ね、高いセッティングがして

あった部分もあって、なかなかこう支払に応じてもらえんやったいなんかすっけんですよ。

そのへんなこうこりゃもう最終的には私、町長にお願いしたかですけどある程度トップ判

断をしてですね、ここでけじめじゃなかかばってんある程度の目処ばつけとかんぎとです

よ。このままの状態でずっといく可能性も十分あるわけですね。そいけんがそがんとも含

めてある程度本人さんたちの意見もあろうし、いろいろ聞いていただいてそしてそいが打

倒なのか今はそいけん多分あの今のせんではそのまま払いよって思います。聞くところに

よると。払わんとこがあるかどうか別として今の例えば料金ですね、２、３万円のところ

の料金が中身はようぴしゃっと知りませんけども当時は４、５万円こうセッティング月４、

５万円ていうようなセッティングをしてあったと思いますけれども、そういう状況ですの

でこのままいけばそのままもう何も状況が進展せんでですよ。払わん状況になったらいか

がなもんかなと思うし、ある程度こうそのへんな柔軟性でですよ、とれるような状況がや

っぱい相手の要望も聞きながらですね。前を見ながらずっと見ながらですよ。そこんにき

でもう決着せざるを得んとじゃなかかなて気はしよっとですよ。そいけん一遍こりゃ町長
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さんにも話しをしてみんばいかんとなかて誰かがやっぱいそういうところに立ち入らざる

を得んとかなて気もせんでもなかけんですよ。是非そのへんでもうある程度のせんで少し

でもこう払う状況ば作ってもらわんことにはですよ。終わってしまうけんですよ。そのへ

んはいかがなものかなと思うけんが是非もういっぺん担当課と執行部、町長含めてですね、

その状況あたりば話しあってそしてどこかでこう折り合い点ばね見つけて欲しかと我々は

思うんですけれども、私担当課ともぎゃん状況やろというようなことで話しばちょろっと

はしたっですけども、まあ最終的にはトップが判断せんばいかんですから、もう担当課も

多分苦労しよって思いますですよ。そのへんでどうにか決着の目処が立てばなと思いよっ

とですけど。担当課含めて町長あたりがどがん考えとるのか、副町長でもよか。 

○副町長（永淵孝幸君） 

 町長が答弁する前ですけども、実は２年か３年くらい前ですね、今のような話しがあり

ましてこりゃ町長とも協議してですね、こういった料金体系でやっぱい当初が高いといっ

たことで払いに応じてもらってないと。例えば畳の枚数にしたりといろいろなんかされた

という経緯があってですね、やはり今来ておられるお客さんとやっぱい当初積算されたお

客さんの数ですねそこらへんを見込んではやっぱい払いきらんというふうなことがあって

いるといったことでですね、当時の担当者あたりと関系者、旅館関係者とですね協議をさ

れてこれでどうですかていうところまで話しがいって私はそれである程度お手ついてそれ

でやってもらいよって思ったわけですよ。しかし、聞いたところはまだそれでも納得して

ないていうようなことで払ってもらえてないというようなことを聞いたもんですからじゃ

あ再度ですねさっき言われたようなことをもう一度相手方から聞いてじゃあ、そん時話し

たとと今の状況とどうかわったのかそこらへんを聞いてですね、再度また町長あたりもそ

ういったことがあれば相談せないかんけんがてなことで話ばしたところです。そういった

いきさつで私は見直しを一回やったというふうなことで記憶しておりますので、そういっ

たことで理解をしていただきたいと思います。 

○坂口委員 

 おいも中身全部はしらんとやっけんね、ただそういうふうで今の体系ならよかよていう

て払うとこもあったい払いよらんとこもあっかどがんかわからんとですよ。そこんにきで

やっぱい単価のそこんとこの前たっか部分について、支払いが非常に遅れたいなんかしと

っという部分もあったいなんか聞いたいなんかしよっけんですよ。そのへんは最終的にや

っぱいその実情に合わせたようなやっぱい状況ですね、今のような状況では非常に実際言

うて我々も厳しかごと非常にどこも厳しかような状況ですね。そいけん我々の単価あたり

も例えば２、３万円ですよね。ちょっと言えば。ふとさによってもいろいろ違うとでしょ

うけど、浄化槽、そしてその当時の浄化槽のセッティング、新しくつくった浄化槽とはま

た浄化槽に広さが違うわけですから、例えば一番最初 100人、200人槽であとんとはどう



 27 

してこんだ環境とか何とかでよくせんばいかんてことでちょっと浄化槽あたりがふとうな

ったいした部分もあっけんですよ。あいどん建物と収容人員については実際言うてなんて

いうかな、開きはあっとですけれども、単価的にはこっちが高くなったていう部分もあっ

けんですよ。そのへんもうちょっとですよ、もうちょっとこうせっかくおどま手を差し伸

べよるわけやっけんが出来るだけこんことはどっかでけじめはつけんぎとですよ。このま

まずるずるいくとは果たしていいかどうかは分からんけんですよ。是非そのへんにこう力

をこう入れて要望等も聞きながらしていただくとが町にとってはよかかなと思いよっとで

すけどね。 

○町長（岩島正昭君） 

 今、副町長申し上げましたとおりに４年くらい前やったと思います。元の土井課長当時

にある旅館の方が滞納なさっているということで、滞納だということで来ていただいてね、

役所と事務所の方と合意したっですよ。ある程度下げました。そいで納得していただいた

もんだからもうずっとそいで行きよって思うて今初めて私も何も聞いとらんやったけんで

すね、滞納しとらすことは。いたとって思たっですけどまたそこんたい内容また詳しく担

当から聞いてみてですよ。どういうことをおっしゃるのか、あんまい一方的にはまだいか

んけん。‥‥‥ですよ。そりゃたしかに客の減ったい変動はあっとは思いますけどね、あ

る程度歩みよりでそいともう一つ私が言いよるのは、やっぱい旅館は別として個人の場合

ですよ。普通の民家のそういうような公共とか農業集落排水とかの施設で合併浄化槽しと

るとと個人で合併浄化槽しとんさっでしょう。その分はもう厚生労働省の検査と毎月の点

検月 7,000円じゃい毎月ですよ。そいで一年にいっぺんな汲み取りばせんばけん。その関

連もあっけんですね。あんまい極端もできんし、内容的にもまた調整していただいてでき

るだけのびのびならんごと話しはします。 

○坂口委員 

 やはりあの、我々その旅館はそれなりの合併浄化槽 1,000万円から何百万ていうふうな

浄化槽をもってですね、例えば竹崎集落排水にかたれていうことでそいは個人で処理せん

ばいかんやったわけですね。そがんとにでんちょっと言えば処理代の何百万じゃいかかっ

ごたっ状況をしてついどるわけですよね。そういう状況の中でもあるしですよ。そぎゃん

とも含めてこうやっぱいいろんなとの配慮もしながらですよ。そして、当時はそぎゃんと

も個人的にしてそして値段も高かったていうとこにも不満もちょっと聞いたけんですよ。

そこんにきは早めにですね決着をしていくらかでもとる方法がよかっじゃなかかなて思う

けんですよ。是非お願いしときます。 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

 質疑がないので、質疑を終了いたします。 

討論の方ありませんか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

討論ないので、採決します。 

よってこれより議案第 56号から議案第 59号までの４つの議案を一括採決いたします。

議案第 56号 平成 25年度町山林運営山林特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第

57号 平成 25年度太良町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第

58号 平成 25年度太良町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第 59

号 平成 25年度太良町漁業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定について、以上の４議案

は原案どおり認定すべきことにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

 異議なしと認めます。よって、議案第 56号から議案第 59号までの４つの特別会計歳入

歳出決算については 原案どおり可決及び認定すべきものと決定いたしました。ありがと

うございました。昼食のため暫時休憩いたします。 

  

午後０時１分 休憩 

午後１時   再開 

 

議案第 60号 平成 25年度太良町簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 61号 平成 25年度太良町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

 

○決算審査特別委員長（下平力人） 

定足数に達しておりますので、委員会は成立いたします。休憩を閉じ、直ちに委員会を

再開いたします。次に議案第 60号 平成 25年度太良町簡易水道特別会計歳入歳出決算の

認定について、決算書の 276ページから 292ページまで、行政実績報告書では 85ページか

ら 87ページまで及び議案第 61号 平成 25年度太良町水道事業会計剰余金の処分及び決算

の認定についてを議題といたします。行政実績報告書並びに利用実績について関係者の概

要説明をなお説明につきましては時間の関係上簡潔にお願いいたします。 

○環境水道課課長（藤木 修君） 

 《簡易水道特別会計の行政実績並びに水道事業会計の事業実績の概要説明》 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

 説明が終わりましたので、ただ今から質疑に入ります。 

なお、節度ある質疑にするために、質疑の方は必ず挙手で発言を求め、委員長の許可を得

て、会計名と関係書類名及びページ数を言ってから質疑をお願いします。 
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質疑の方ありませんか。 

○決算審査特別副委員長（所賀  

 実績報告書の 86ページを見ますと、施設の概要ていうことで載ってます。ここの有収率

ですね。これいつも問題に話題になるわけですが、昨年と比べて少しではあるがパーセン

トの下がったところが目立つていうかですね、少しのパーセントダウンは施設の劣化かか

なそいとも送水管の劣化かなと考えられますが、伊福が 58.77、昨年が 59.24これは改良

工事があってますのでその効果に期待したかと思うですが、喰場についても有収率ダウン、

板ノ坂については昨年 97.64が今度は 78.08と大きく率がダウンしてます。下中山にして

も上今里にしてもダウン、山根にしてもここも 77.13、昨年と比べても 0.33パーセントダ

ウン、嘉瀬ノ坂もダウン。この大きいダウンの２箇所ですね、特に板ノ坂の 78.08これが

かなり低いような気がいたします。それと里はこれは少し上がってますが 70.04とこいも

どちらかというと有収率が悪いような感じがしますが。そのへんのダウンの理由を。 

○環境水道課課長（藤木 修君） 

 全般的にダウンしている数字の傾向というものはやはり小さな漏水がみつけられないも

のが存在的にあるのだというふうに考えます。それで板ノ坂についてはですね極端に下が

ってしまいましたが、これは平成 25年度中に三里分校近くで漏水を発見いたしました。で、

それが、大分長い時間漏水していた模様でございます。それで、この 10パーセント近いで

すね、数字の減少を招いたような状況であります。（「20パーセント近い」と呼ぶ者あり）

あそうですね。申し訳けありません。20パーセント近いですね。施設そのものは小さいで

すのでもう小さな漏水でも有収率に大きく跳ね返ってまいります。そのような状況でござ

います。 

○決算審査特別副委員長（所賀  

 里あたりかなり大きかとですけれども、ここはまあややもすると 70パーセント切ろうか

くらいな感じがしますけど、ここの 70パーセントていうのは。 

○環境水道課課長（藤木 修君） 

 ここもですね、伊福と似たような状況でございましてなかなか漏水の発見に至っておら

ずに有収率が低迷したままというふうな状況であります。 

○決算審査特別副委員長（所賀  

 ３回目ですので、そしたらこの里についてはもうちょっと今から詳しくそのへんの状況

を調べるていう計画ですか。次年度でも今年度も続行中ですか。 

○環境水道課課長（藤木 修君） 

 お答えいたします。里地区につきましては漏水調査業務委託して平成 24年度に実施して

いくらか漏水箇所を見つけて手当もしたところでございますが、なかなか改善に大きな改

善に結びついていない状況で今後これはまあいい方向にもっていくために引き続き漏水等
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の発見に努めて参りたいというふうに考えるところであります。 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

質疑の方ございませんか。 

○決算審査特別副委員長（所賀  

 未収金のことでちょっとお尋ねしようかと思うとですけどね。この昨年の分と違うのは

昨年平成４年度分て書いてあっとですけど、ことしは平成５年度以前分で 13,010円の未収、

残ですね。これ今平成４年度分て思いますが、平成４年度分以前というのは多分未収金が

あったと思うんですが、その不納欠損処理をしたということで理解してよかとですか。 

○環境水道課課長（藤木 修君） 

 はい。お答えいたします。そうですね、平成５年度以前分ということで表現しておりま

すが、この中には平成４年度からの分がございます。で、不納欠損等はその分については

致しておりません。 

○決算審査特別副委員長（所賀  

 それ以前がないということは例え未納があっても不納欠損処理はしたということですか

て、聞きよる。 

○環境水道課課長（藤木 修君） 

 平成３年以前の分についてていうことですね。 

○決算審査特別副委員長（所賀  

 平成４年より前の分。 

○環境水道課課長（藤木 修君） 

 ずいぶん前の話については私把握しておりませんが、現在平成 25年度の未納の状況につ

いては平成４年度からしかございません。 

○決算審査特別副委員長（所賀  

 ということはもうほかんともあっとですけどもいろりろ例えば昭和の末時代とか平成の

始め時代に不納欠損は一切なかったて未収額はなかったということですか。 

○環境水道課課長（藤木 修君） 

 以前の処理の中では不納欠損等されている経緯はあろうかと思います。ただその中身を

今お示しすることはできません。ことし平成 25年度の決算でいくらかの不納欠損をさせて

いただきました。それ以前は平成 22年度だったかと思います。で、何年かおきぐらいにず

っと以前も不納欠損をいくらずつかされております。古いものについてはその他経緯はあ

ると思います。 

○決算審査特別副委員長（所賀  

 これを見ておるぎ平成 15年度分から下の分についてはいくらかずつでも集金ていうで

すか未納分の集金がなっとっとですけども、平成 15年度以前の分についてはずっと数字が
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一定しとっとですよね。これはもう取れる見込みがないのか、連絡がつきよっけど取れん

のか。 

○環境水道課課長（藤木 修君） 

はい。お答えいたします。これにつきまして平成４年から平成 17年にかけて同じ方が同 

一人物の方、同一人物の方の滞納額でありまして、この方がことしやったですか、ことし

なくなられて、そしてその家族の方にも今のところ連絡がつかないような状況になってお

りまして、収納に結びついていない結びつけることができなかった分でございます。平成

４年から平成 17年にかけては、そういう状況でございます。  

○決算審査特別副委員長（所賀  

 亡くないしゃったとやっぎ取れんとですかね。 

○環境水道課課長（藤木 修君） 

 本人様からは当然とる機会は逸しておりますし、生存中でも交渉に行っても本人さん応

対することができないような状況でありましたし、そいからこどもさんもよそに出られて

連絡がとれないようなそういうふうな状況になってるところでございます。 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

 他にございませんか。 

○田川委員 

 基本的なことですけど、その未収金に至るまでまず、払ってもらえないていうことがあ

って督促状やられると思いますね。そしてそういった場合にこの最終的には水道止めるこ

とあるんですか。そこをちょっと。 

○環境水道課簡易水道係長（田﨑一朗君） 

 先ほどの１名の方の分でよかですか。 

○田川委員 

はい。いいですよ。 

○環境水道課簡易水道係長（田﨑一朗君） 

この方が平成 17年までの滞納があるんですけども、平成 17年にもう町外に転出されて

おります。で、その後につきまして転出先が、結構ご高齢でですね、もう施設に直接入ら

れたような感じなんですよ。実際、管理者がこどもさんがおられるんですけども、この方

も県外に出ておられて、先程、課長が説明しましたけども、連絡が取れる場合もありまし

た。しかし、その後何回か連絡を、携帯もですね、お聞きしましたんで連絡をするんです

けども、取れない状況です。給水停止というのは実際使われている方には有効なんですが、

こうやって町外に転出されている方についてはなかなか効果が出ないですね。それでこの

ような状況になっているということで、ただ、まだ、債務義務者ていうのは、本人亡くな

られておられますけども、当初同居されていた息子さんたちがご健在であって、１、２回
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は連絡が取れたという状況ですので、もう少し努力をしてみる価値があるのかなと思いま

す。  

○田川委員 

 町内におられる方に給水停止した場合は料金を払ってもらえるまで停止ずっと停止する

形でいいんですかね。 

○環境水道課簡易水道係長（田﨑一朗君） 

 はい。そのとおりでございます。もう給水停止を実施した場合は基本的に全額納めてい

ただかないと開始しないという状況ですので、かなり効果が見られます。 

○田川委員 

 最後になりますけど、決算書の１ページの支出のですね、２番で営業外費用ていうのが

あると思います。決算額で 356万 4,622円とこれは何の分ですかね。 

○環境水道課課長（藤木 修君） 

 収益費用明細表の 15ページにその節まで含めたところでの記載がございまして、費用と

いうものはうちの場合は１ぺ―ジの営業外費用の 356万 4,622円の内訳でございますが、

企業債利息、支払い利息が、216万 8,022円、それから支払消費税、消費税の申告額が 139

万 6,600円含まれております。で、この決算報告書の１ページ、２ページについては税込

表示というふうなやり方をいたしますが、すいません。先ほど言った 15ページの方はこれ

は損益計算等の兼ね合いから税抜き表示となっております。で、ここの中には消費税その

ものが表示されない形になります。なので数字があってこないと現象が発生してくると。 

○田川委員 

 今は、企業債利息てうことで 216万 8,022円ですかね。これに消費税を加えたら 350万

円ならんでしょ、どういうこと。 

○環境水道課課長（藤木 修君） 

 この表の中には全く出てこない。 

○田川委員 

 一応企業債ていうのは最後のページにこうある政府企業債だと思うんですが、これてい

うのがいっぺんその年に借りてしまったら、もうそれは借り換えとかそういうのはできな

い。このままの利率で、もう返済していくてことなんですかね。ちょっと教えてもらえま

すか。 

○環境水道課課長（藤木 修君） 

 これにつきましてはですね、古い分についてはもうかなり利率も高いので、当然借り換

えとかそういうこと考えがちなんですが、国の方がそれを認めていません。ですから国の

方も当然歳入計画なりに載せていますから、簡単に、簡単にていうか絶対に認めてくれな

くてそのままずっと償還していくしかありません、でございます。 
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○決算審査特別委員長（下平力人君） 

 質疑がないので、質疑を終了いたします。 

討論の方ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

討論ないので、採決します。 

最初に議案第 60号平成 25年度太良町簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定について本 

案は原案どおり認定すべきことにご異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

 異議なしと認めます。よって、議案第 60号 平成 25年度太良町簡易水道特別会計歳入 

歳出決算の認定については原案どおり認定すべきものと決定いたしました。次に議案第 61 

号 平成 25年度太良町水道事業会計剰余金の処分及決算の認定について本案は原案どお

り可決及び認定すべきことにご異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

 異議なしと認めます。 

議案第 61号 平成 25年度太良町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定については 

原案どおり可決及び認定すべきものと決定いたしました。入れ替えのため暫時休憩いたし

ます。どうもご苦労さまでした。 

 

午後１時 39分 休憩 

午後１時 54分 再開 

 

議案第 62号 平成 25年度町立太良病院事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

定足数に達しておりますので、委員会は成立いたします。休憩を閉じ、直ちに委員会を

再開いたします。議案第 62号 平成 25年度町立太良病院事業会計剰余金の処分及び決算

の認定についを議題といたします。病院事務長の事業実績について病院事務局長の概要説

明を求めます。なお、説明につきましては、時間の関係上、簡潔にお願いいたします。 

○太良病院事務長（井田光寛君） 

 《町立太良病院事業会計の事業実績の概要説明》 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 
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 説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。 

なお、節度ある質疑にするため、質疑の方は必ず挙手で発言を求め、委員長の許可を得

て、決算書及び審査意見書のページを言ってから質疑をお願いいたします。 

 質疑の方ございませんか。 

○田川委員 

 決算書の３ページなりますけど、資本的収入および支出の決算額ということですね、で 

このところで支出の方で下の方ですね。区分で第１項の建設改良費と企業債の償還金とあ 

りますけれども、この建設改良費についてはなんかこう機器を買ったものということで理 

解していいんですか。 

○太良病院事務長（井田光寛君） 

 機器の購入費となります。 

○田川委員 

 ちょっと質問ですけれど、地方交付税がくると思うんですよね。病院だということ 

に対して。それのですよ。平成 25年度と平成 24年度どのくらいきてるのかわかりますか。 

○太良病院事務長（井田光寛君） 

 交付税、病院分としていくらていうのははっきりした数字はいただいてはおりません。 

で、ちょっと付け加えになりますが、県の決算報告等で報告する際に県の財務の関係者の 

方から話しを伺う限りでは、病院としてこれだけ必要ですということで、ある程度の積み

立て額を計算して出すんですが、その額は入れているような感じでいつも話しはしてもら

っています。 

○田川委員 

 それは大体いくらくらいなんですかね。毎年。 

○財政課長（川崎義秋君） 

 額は私もちょっと覚えておりませんが、交付税の算定項目の中に病院だけでの算定はあ

りません。保健衛生費という項目の中に公立病院の病床数、救急告示病院数と病床数、そ

れと公債費ですね。これが組み込まれております。基準財政需要額にこれがいくらかてい

うとはですね、ちょっと細かい数字になりますので、簡単には出せることができませんの

で、金額がいくらていうとことは今、ご提示できません。一応そういうふうな算定項目に

なっております。保健衛生費の中に含まれております。 

○田川委員 

 そしたらまあ病院でもいろいろ会計繰出を出していますよね。大分その改善されてきて 

ですね、繰出の方も収益の繰出金の方はですね、こい見てますと、実績報告書の方なんで 

すけども 45ページ見てますと平成 22年度、１億 4,300万円ぐらいだったのが、平成 25

年度になると１億 2,300万円になってますよね。で、それでさっき資本的な繰出しがいろ
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んな企業償還金とか物を買うとかに充てているてことだったんですけどこっちの方はだん

だん増えてくるですよね。始めは 3,600万円くらいだったのがだんだん平成 25年度だと

7,300万円ぐらいになると。これていうのは要するにちょっと私もわかんないんですけど、

繰出し分は結局、足して２億円くらいになる全部で、要するにそれに合わせて病院の方で

これだけ支出の方の形が減ってきたからその分機器を買うのに回そうとそういった計画で

進んでいるのかどうか。ちょっと数字が揃っているもんでですね。その足した分がどうな

んですかね。 

○太良病院事務長（井田光寛君） 

 はい。お答えします。収益的収支と資本的収支２つにわかれておりますけど、繰入の基

準の計算をする上でですね、これも総務省が示している基準がありまして、収益的に組み

込む分が企業債の利息分、それから救急医療の確保に要する費用、そこは人件費であると

か人の派遣であるとかそういったのとか救急の救急病院としての委託料とかそういっての

が含まれます。輪番当番とかそういうのも含まれます。後、保健衛生に関する費用という

ことで予防接種等に出かける分そういったものが入ります。後、医師等の研究費用ていう

こともこれも項目として上がっています。それに小児医療に要する経費これはもう原価計

算してどうしても、赤字になりますので、その分赤字の補填の分、それとリハビリテーシ

ョンについては減価償却が非常に収益に対して高くなってしまうていうことで、そこに関

しても規程で定められているところです。後は医師の確保に要する経費と不採算地区とい

うことで、認定を受けていますので、これは１床あたり 84万 2,000円でこれ 60床かけて

5,000万円程度、今、言った分が収益的な方にあります。だから、ここが大きく計算して

増えたり減ったりていうのはそんな動きはないと思ってます。資本的収入の分は先ほどの

企業債の利息の分が、平成 23年度から１億１千万ほどに上がって全部の償還金額は、１億

１千万程度に上がっております。平成 27年度までが１億２千万円ぐらいで、その後は若干

8,000万円くらいに減ってはいくんですけど、平成 23年度からの５年間がその大分上がっ

てる分でその企業債の利息分が大きく膨らんではいるところです。後、資本的収支の方は

今後は企業債の元金になります。元金も利息と同じで５年間、平成 23年度から大きく増え

ているていうところになります。後は、建設改良の費用としては機器の購入、先ほど言わ

れていた機器の購入の分が入ってきます。で、こういう項目でそれぞれが若干増えたり減

ったり、機器の購入は毎年大きな物が入るわけじゃないので、それは変動はやっぱりして

いきます。以上です。 

○田川委員 

 はい。分かりました。機器の分でクロスファイヤー、これはどういった機械かちょっと

説明してもらえますか。ちょっとわからなかったんで。 

○太良病院院長（上通一泰君） 
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 通常病院でレントゲン撮影といって写真としてこうする検査がありますけど、手術中に

もう現時点の状態、今の骨の状況を見るような機械なんです。連続的にこう見る機械。そ

の機器名かなと。訂正です。すみません。クロスファイヤー、手術中に使うですねドリル

の本体部分です。 

○決算審査特別副委員長（所賀  

 決算書の４ページの損益計算書を見てみますと医業収益の中の（３）番その他医業収益

ていうことで 3,720万 4,669円ていう計上がなされています。このその他医業収益ていう

のは簡単にいいですからどういう内容のものか説明していただけますか。 

○太良病院事務長（井田光寛君） 

 はい。お答えします。まず、室料差額であるとかです。特室料、特別室の特室料ですね、

それであるとか。診断書の交付するために必要な料金、診断書料とかいろんな書類に対し

てお金がかかってきますけどそういったものが大分含まれています。後、自費の診療分。

自費で自由診療でですね、予防接種等が入ってきております。 

○決算審査特別副委員長（所賀  

 我々素人ですから単純に給与費が何パーセントしめとっとかて見るときにこの医業収益

対医業費用の給与費のところ見るわけですけど、これも医業収益てみなされると思います。

収益からこの給与費を割り返したときに 64パーセントくらいが給与費が占めている割合

だなというふうに感じるわけですけど。その前のアドバイザー事業のときにこれ指摘され

たのが、太良病院は 4,000万円くらい給与のカットをせんと、まずはいかんでしょうとい

うことがありました。で、お聞きしたいのが当然医業収益がこのままの形で医業収益がも

っともっと上がっとればパーセンテージは下がってくるていうのは分かっとですけど、今

だにていう言い方へんでしょうかね、准看さんの給与がものすごく高いねていう話しの中

からだんだん下がっていくていうのはわかっとですけど、この 60パーセント割る時代てい

うのはいつぐらいの目処になるのか、医業収益がどんどん下がればこのパーセンテージ上

がってきますので、一概に給料が高い高いだけではゆうなかて思うですけど、そのへんの

目処ていいますかなかなか 60パーセント割ってよくなったなて見えてくるのはいつくら

いて感じておられますか。 

○太良病院事務長（井田光寛君） 

 はい。お答えします。今、准看の給料の件が話し出ましたけど、給与改定を行いまして、

昨年度から減額が始まっています。昨年、５年間で、まず給与改定した時に基本給から切

り離して調整給ということで、ちょっと切り離しをしております。その調整給を５年間で

ゼロにもっていくということにしておりますので、まだ若干ずっと減っている２年目が平

成 25年度、すみません、平成 25年から減っているということで、５年後には准看の分は

大分通常の一般の民間医療機関の准看の給料に大分近づいていくとは思います。で、60パ
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ーセントになるのがいつ頃かということははっきりは言いきれないですが、そういったと

ころの給与の減が５年、後４年後には大分落ち着いてくるていうのははっきり言えますの

でそこで大分下がってはくるとは思います。その時に医業収益をどれだけ上げれるかてい

うとこだと考えております。その時点でどうしてもまた 64パーセント、65パーセントと

かそういった給与費があるようでしたら、またもう一回そのときに給与改定等考える必要

があるとは思います。 

○決算審査特別副委員長（所賀  

 ５年後くらいにはかなり見えてくるとのことですが、その５年間の間に果たして今まで

とおりの全適でいいのかどうかていう問題も当然発生してくるとは思いますが、そのへん

両方絡めて今の全適用、じゃあ独法にするのか、指定管理にするのかていうところの両方

平行させながら考えて行く必要があると思うとですよね。そうせんとやっぱりもうちょっ

と絶対改革とまでは言わずにも、２年後くらいには組織のあり方の見直しをということも

ありましたので、そのへん含めて平行した考え方でいってもらいたいと思いますけども、

そのへん将来展望としてどうですか。 

○太良病院事務長（井田光寛君） 

 これ、私の意見になるかもしれませんが、前回一緒に視察をさせていただいた病院等の

事務長さん、また院長先生の話しを聞いてて独立行政法人になった病院の見学、施設見学

ですけどそのとこを見た限りでは独法が本当にいいのかていうのがすごく私は思ったとこ

ろでした。独法になったからといって町からの出向の事務が抜けてはいないであるとか、

賃金も町の体制である。または病院の体制が混在しているとか。そういったとこをきちっ

とクリアできるように話し合いをした上での独法に進むていうんであればすごく意義はあ

ると思っています。でもそのへんがちょっとウヤムヤな感じで進むのはすごく危険なのか

なと思った次第でした。ていうのが、スタッフの意思の疎通が全然とれてないんじゃない

かていうのがすごく感じたところだったので、病院として一つトップがいてその指示命令

系が末端まできちっと通らなければ組織として成り立ちませんのでそこがきちんとなされ

ていないような病院であればやっぱり将来はないのかなとそういったのがすごく感じられ

たとこでしたので、当院でも独法化する方向に進むのであればそのへんをきちんと話しあ

って決めた上で進んで行くのが一番いいのかなと思います。で、指定管理の方は、ちょっ

と見学はしてはいないんですが、指定管理に２年くらい出してまた町に戻っているところ

とかもいくつかあるようですので、指定管理の方は私はあまり進まない方がいいのかなと

思っているところです。独法は一つ考えていってもいいのかなとは思ってますし、独法に

なったからといって医業収益が上がるか、で、地域の皆さんへのサービスが向上するのか

と言われてもそこははっきり言えないんじゃないかと思います。十分、今の段階でもそれ

はやれることだと思ってますので、精一杯とにかく地域の住民さんの受診率を上げていく
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ような努力は今でもできることですので、今の段階で努力できることは精一杯やっていく

ていうのが今現在私たちの使命かなと思ってやっているところです。 

○太良病院院長（上通一泰君） 

 私もその井田事務長からその独法化した病院の見学した際の話は聞いています。大体同

じなんですね。独法化にしたからといって体制が変わらなければ何も改革されるわけでは

ないので、今、地道に年々、いろんな評価を取り入れたりはして改革されてきてはいると

は思いますから、いろいろ検討した上でですね、独法化するのはいいと思いますけども、

あそこだけ変えてすぐ改革されるわれわけじゃあないかなと地道に今の努力を続けていこ

うかと思っております。 

○川下委員 

 10ページですよ。小児科の先生が来なくなったということですけども、その後どうです

か。何とか決まったですか。医師確保費もですよ。金額的に 61万円ていうこう金額も少な

かとばってんがもうちょっとその医師の確保ていうか、その対策費を増やしてですよ、す

ることはできんとですか。 

○太良病院事務長（井田光寛君） 

 医師確保費としては昨年が、61万程度使っているのかなていうことですが予算としては

300万円ほど上げてはいます。で、実際、一昨年が確保対策費の中から紹介手数料として

１人常勤を入れたら 300万円近く払わなければならないので、そこを基準に毎年 300万程

度は予算化はしております。今年度以前おられた小児科の先生、夏ぐらいまでメールのや

り取り等やりながら話しをしていたんですが、ちょっと厳しいのかなていうのが正直なと

ころです。その後、人材紹介会社の小児科の件話しをしましてその前からずっとやっては

いるんですけど、今、１件話しを進めている。誰を紹介しますてはまだ来てないんですが、

こういう方がいらっしゃいますよていう紹介は受けて前向きに話しをしましょうていうこ

とでやっている途中です。そういってところで動きは少しはやってるんですがなかなか佐

賀大学の方の小児科の方にも早くしっかり話に行きたいんですが、今、現在まだ小児科の

教授が決まっていないという佐賀大学も本当に大変な状況みたいで小児科の教授のところ

に私たちも行きたいんですけど、教授が決まってないんで話がうまく進まないていうのも

ありまして、なかなかちょっと難しい、今年度はですね、難しい状況で進んでいます。と

にかく外部の紹介会社を使って小児科の先生の招聘には努力していきたいとは思ってます。 

○川下委員 

 是非ですよ。なんとか小児科のですよ、先生を確保してもらってですよ、こどもたちが

だんだんだんだんすくのうないよる中に今、実際太良町でですよ、こどもたちが小児科の

先生がおらんやったけんが亡くなったとか、そういう不幸なことが今あいよらんけんなん

とかよかばってんが、こいはもしそういうことがあってときにですよ。町も含めてですよ、



 39 

小児科の先生も確保せんで何ばしよったとかとそういうことも言われかねんていうか、そ

ういうことが起きうる可能性もあるもんやっけんですよ。そこらへんを。前回も一緒です

けどお願いしたい。 

○太良病院事務長（井田光寛君） 

 本当に申し訳けないと思ってます。必ず入れるように、入っていただけるように探して

いきたいと思ってます。 

○坂口委員 

 これと直接関係なかかも分からんとですけども、太良町に人工透析の人たちが徐々にこ

う増加ていうか増えているような状況の中でですよ。太良病院にってそういう要望等もあ

るとですけど、簡単になかなか赤字やったいなしたいすっけんそがん簡単にいかんたいて

あなたたちが全部来てくるっぎとね。例えば透析する人が太良町に来てくるっぎとそりゃ

採算ベースにどうにかあおうけんが、よかろうばってんがていうふうなことで、まず聞き

たかとは透析する場所確保とかそういうふうとにどのくらい、金がかかりそしてまた何人

ぐらいそういう太良病院で透析ば新しく設置したとき、何人くらいの利用者で採算ベース

に合うのかていうふうなところば教えていただければな。 

○太良病院事務長（井田光寛君） 

 しっかりした金額をはじき出すのはちょと今、頭にはないんですが、まず必要な人、物

としてまず常勤の先生がまずいなければいけないというのとスペース的にも今の病院の中

ではちょっと厳しいとは思います。拡張しない限りは無理だと思ってます。で、透析の機

械は非常に高価です。１人１台て感じでそれをもう７、８人はやらないと多分採算ベース

には上がってこないと思いますけど、そんだけやってたら結構な金額にはなっていくと思

います。先生と臨床工学技士、その機械をきちっと管理する技士が必要になってきます。

あとはそこの看護スタッフということになるかと思いますけども、それ７台入れたとして

それを１日２クール回すとかそれくらいの患者数がいらっしゃったらていう、いらっしゃ

ったら多分採算ベースにはなっていくんじゃないかとは思います。 

○太良病院院長（上通一泰君） 

 補足て言うか、多久市立病院がですね、透析の機械は入っている。ただ、確かあそこが、

腎臓内科とか泌尿器の医師とか透析に必要な医師が非常勤らしくてですね、それだと全て

回せない。透析が必要な方の手術もできないていうことで多分全て機械もあって常勤の医

師も揃ってていう体制じゃないと少し厳しいのかなていうふうには聞いてます。 

○副議長（久保繁幸君） 

 私もそのことでお尋ねしたかったんですが今年、透析をされる方に２名増えられたてい

うことでそういうことで太良病院にそういう対応はできないのかなて一緒の質問したかっ

たんですけど、今、聞いてみてこういうふうな金額とまたそれを扱う先生等々も必要てい
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うことを今お聞きしたんですが、２人、今からまた減りはせんと思うんですよね。透析を

受けられる方はですね、だからそういう計画的なことも考えられてここ何年か先にそうい

うのが出来るのであればですね。考えていただきたいていうことを言いたかったわけです

ね。それと今さっき川下議員から言われた小児科、小児科の先生今、週に３回おいでにな

ってるていうことなんですが、毎回違う先生ですよね。その最低限、その同じ先生がおい

でになってもらえないいのか、我々も孫が病院につれていくとき、きょうはどこの何先生

なていうて、また違う先生て言うもんやけんですよ。そのへんはやっぱり同じこどもを見

ていただく先生は同じ先生がいいんじゃんかろうかていうふうなことと思いますがそのへ

んは可能か不可能かですね。毎回違う先生でしょう。そのへんをお伺いしたいんですが。 

○太良病院院長（上通一泰君） 

 透析の方はいいですよね。（「透析の方はいいです」と呼ぶものあり）小児科医師、確か

に続けて継続して診てもらった方が確かにいいんですけど、なかなか現状としては難しい

状況です。ていうのは、こちらお願いしてきてもらっててですね、向こうの勤務の状況な

どで多分そこで代わって交代して来られると思うんですね。ただ、さっきも言いましたけ

ど継続した診療の方がこどもさんのため、患者さんのためにもいいとは思いますので、ま

た是非それはお願いはしたいと思います。 

○副議長（久保繁幸君） 

 よろしくお願いしときます。 

○田川委員 

 先ほどから医師の確保ていうことが出ておりますけど、僕はまずですね、院長の確保を

しっかりやって欲しいと思います。やっぱりあの今上通院長ですね、非常にですね、何と

言いましょうか。私も行きましたけど、膝の件でですね。10時頃いっても 12時すぎころ

ぐらいまで非常に人気があるということで、若くてですね、非常に有能な院長ですので、

ですが、今、医局になりますかね。自分の意思と、自分は残りたいという意思があっても

やっぱりそういうところで、戻ってこいとかいうこともあるかもしれませんので、聞くと

ころによりますと佐賀大学の医学部ていうか佐賀大学の学長さんあたりですね、太良町に

縁があっていろいろご高配を賜ってといいますか、そういうことをしてもらっているてい

うことですので、学長もですね、いつ変わるかていうのも分かりませんので、そういった

時にですね、変わる前に是非とも院長を確保してもらいたい、そういったふうな思んです

けど、どうですか事務長としては。町長でもよかですけど。 

○町長（岩島正昭君） 

 外科も整形も先生２名おいでになるわけですよ。院長ともう１人ね。もう１人の方はも

う佐賀大学に勤務で登録してあるもんだから、院長さんについては私は、ずっとおっても

らいたいというふうな要望を再三申し上げて、まあずっと何年ですかね、おってもらっと
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るとですけど。私はまだおってもろうて、もし院長が行くて言うぎんむこうに文句言いや

いかんばなて思うとですよ。是非おってもらいたい、というのは、こういうこと言うぎん

いかんですけど、外科も整形でもっとっとですよ。で、先生がねもし異動してどこかにお

いでになるぎんまた収益がバンて減っと思いますからね。だから今、他の藤津郡内の各病

院も外科については太良が整形については太良ば紹介してやいよる。ていうふうな先生た

ち各院長がおっしゃってもらってるし、リハビリもそういうふうでですね、町外から紹介

状もらっておそらく来ている状況ですから是非とも院長についてはもうおってもらいたい

ていうふうに思います。院長もそのつもりでおってもらっとると思います。 

○田川委員 

 院長のそういった気持ちを私たちにも見せてくれるんで、でもやはり院長の気持ちだけ

で決まらない分もありますので、やっぱいそこらへんはですね、早いところですねこう抑

えてもらいたいというのが願いでございます。よろしくお願いします。 

○牟田委員 

 先生あたりのこともそうですが、よそにこの頃は年のせいかしょっちゅう病院にあちこ

ちお世話になるごとなって気づくのがですね、やっぱい患者さんの待ち時間が１人あたり

に対して長い。それとやっぱりそのそれも、そらからそこの看護師さんあたりの患者に対

する接待の仕方とかそういうあれがやっぱいどこに行っても、あきらかにちょっと違うな

ていう感覚はあるわけですよ。どこが違うていうのは我々素人やっかん分からんばってん。

そこらへんはやっぱいみんなで努力すれば先生とまた別なところで、特に今の患者は年寄

さんがほとんど主でですよ。腹薬に頭薬ば飲ませてでん効くていうそこまではあいじゃな

かろうばってん。そんな病院そのものがほんにあがんとしてどうせずっと老衰していきよ

って、どがんなっとんあっけん我々もそうで、今まで全然どこもどこもどがんもなかった

いどんがさ手の痛かってみたり膝が痛かってみたりいうごたっとが出てきてそいぎんやっ

ぱい病院の先生かいちょっとさすってもらえばあーよかったていうくらいのあれが大体冗

談のごと話しばってん、大体ほとんどの年寄さんたちと話しばしよっらね、やっぱいそこ

らへんが一番出てくるわけですよ。この人たちにもう言うちゃいかんばってん我々を含め

てもう体が老朽化してそんくらいしか動かんとば手入れしたけん走ってさるきゆっごとな

るていうことはなかわけで、少しやっぱい老人医療は気慰めのところがほとんど大きい部

分があるて思うわけですよ。実際はね、医師の立場からそういうことはひょっとしたら言

えんか分からんばってん。やっぱいそいけんそこらへんを、もう少しこう皆さんが町民さ

んたちと話しばしよったらですね、それは医師の不足とか医師の技術とかじゃなく、みん

なで努力すれば人間性もあるけん一番難しいところか知らんばってん、やっぱいあのそこ

が何か病院のあれでは以外と大きなところ占めとっとじゃなかろろうかてごたる感じを受

けますがどぎゃんですか。事務長さん。 
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○太良病院事務長（井田光寛君） 

 はい。お答えします。今、言われたとおりにもう接遇ていうのは、やっぱり一番まず患

者様への対応、本当一言目の対応だと思います。そこは本当に来られた方が満足していた

だけるような接遇ができるようにそういったとこはですね、病院の中でも全員集めて研修

会を行ったりやっているところです。方言を最初から方言ばっかり使うなとかやっぱり回

りの人が方言使っていたら、ちょっとやっぱり聴きがたいとかそういったのもあります。

でもなれてきたら方言がいい。まあそういった場合もありますんで、そのへんは臨機応変

にですけど、やはり接遇、とにかく接遇教育は力を入れて、続けていってるところです。

後、診療時間に関してですけど、整形外科の診療時間のとこで一番待ってあって、待ち時

間が長いていうのはすごく問題になっているのかなと私は実感しているところはあります。

内科の方は比較的スムーズには流れているほうかなとは思ってます。整形外科、１日の外

来患者数から計算すると、午前中だけでも１人あたり３分から５分で回さないと数がさば

けないというのが現状です。そういう先生の診療時間の前に出来ることはないかというこ

とで、その前に問診をして、写真撮影が必要だったら写真撮影をする。そういったことは

今、前の業務としてそこをやって先生の診察のときには全てはある程度はそろって診察を

受けるとそういった流れを今、どんどん作っていって少しでも短くていうのはやっている

ところです。まだまだ業務改善するところあるかもしれませんが問題でたらすぐ改善の委

員会で話しを上げて今のところ取り組んではいるところですけど、まだまだていうのがあ

るかもしれません。 

○坂口委員 

 ちょっと感じですけど、例えば初診者ですね、初めて外来に来られたいろんな人の時は

受付して、例えばよそですっぎと何でんかんでんちょっとあいもしいこいもしいていうか

な全部色んな例えば血液検査をし、血圧をし何をかんをとして、結構、初診者の時はです

よ、こう回してなんていうかないろんな医療の単価のとれるかなて。よそはけっこう回し

て仕事さる。いつも来られる人はね、そりゃもうそいだけで来られるばってんが、他んと

こはこう思いのほか初めていくぎとなんでんかんでん調べらてさ。結構高く取られるかな

て気のするとやっけん。そのへんの上手な取り方ていうかな、はなかとかなて思うてね。

太良病院は普通ごっとい来られる人が多かろうばってんが、外来で初めて初診者の時はそ

ういうとり方も一つの法方かなとするわけね。それが一つとさっき牟田さんがお話しをさ

れたようになんていうか看護婦さんが歩ききらんとに歩ききるごとなったよねて言うだけ

でも年寄りさんたちは歩きゆっごとならすわけね。ならすていうかちょっとおおげさばっ

てんさ。もう気持ちゆういかにも病院に来てもうよくなったていうふうな感じがすっけん

が先生の医療もそりゃ一番大事かばってんが、看護婦の医療の医療がその何ていうかな言

葉遣いだけででんその半分は何ていうかな年寄りさんたちの医療につながっじゃなかかな
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て気はするわけね。そいけんそのへんばこう年齢的にわくっていうとは変な言い方ばって

んが、例えば高齢者の人たちにはもうそのへんば徹底すっとかさ、若い人たちがそんくら

いのこと言うぎと文句言うたいなんたいすっどん、牟田さんたちんごたっとのおっけんね。

今は優しかばってんが、名前ば言うてちょっと失礼ばってんが、まあそういう人たちがお

ったいなしたいすっけんですよ。そのへんはこう反対に区分けていうかなすればどがんか

なて気もせんでもなかとばってんね。まあどがん病院の方考えとっとかなて。 

○太良病院院長（上通一泰君） 

 初診の方で検査たくさんてまあ僕らは必要な検査をしっかりして請求もれをなくして、

した検査に関してはしっかり請求する。ていうことをしています。後は、来ていただく患

者さん増やしてですね、増収てことで考えたいとは思うんです。後、区分けに関してはで

すね、区分けに関するていうか看護師さんの対応、接遇に関しては接遇委員会ていうのが

あって研修会もしてますのでまたそれを通じて、改善していかんといかんなと思います。 

○太良病院事務長（井田光寛君） 

 今、医院長言いましたように結構今、初診と言われても紹介で来られる方とか結構いら

っしゃって、紹介状の中にある程度データが持ってこられるパターンがすごく増えてきて

います。で、そういった面で医療費の抑制にもつながっているとは思いますので、そのあ

たり本当に足りない分だけの検査をするていう方向性で私はすごくそれが良心的な医療か

なとは思っているところです。 

○坂口委員 

 太良病院は良心的なてそりゃ後から言おうだい思とったとばってんさ。もう先言われて

しもうたけん何も言うことなかごとなってくっばってんが、結構よそいけば例えば整形に

せろ何にせろね、結構何カ所もちょっと回されてちょっと一日がかりのごとなってくるわ

けですよね。そん中にいろんな検査ばしてそりゃありがたかことですよ。あいどん、ちょ

っと言えば今、あの例えば太良病院かかってよそに行くて言うぎとよそはするわけですね、

ちょっと言えば分かっとったっちゃ。そいけんそういう人も例えばよそにかかって太良病

院にきたいなんかする人たちあたりもやっぱいそがんちょっと民間あたりはそういうふう

な結構格好でね、結構その上手にとりよるなて思うて私は感ずくとばってんが地元の人た

ちやっけんそがんとられんかな。よそはとられたいなんかしよるけんそこんにきはちょっ

とどがんかなて思うて言いよるとやっけん。 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

 看護師長一言接遇のあれで。 

○決算審査特別副委員長（所賀  

 逆にこっちから質問ば。そいぎん答えやすしゃしいしゃっかも分からんけん。せっかく

師長さんきといしゃっけんですよ。大改革に進んだとは決して言えるてまだそいだけじゃ
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かて思うですけど、太良今、だんだんだんだんそういった接遇のチームだとか研修だとか

度重ねるごとに少しずつ変貌に向かいよって思うとですよね。で、ここ何年かで師長さん

が、看護師さんを見てこられて、ミーティングを見てこられて、研修あたり見てこられて

全体的な雰囲気が具体的に、いくつでも結構ですからここのところようなったよとかいう

とが感想て言いますか何かここ２、３年、３、４年の間でこういうふうにもなったねとか

自分が感じることでいいと思うんですけど。 

○太良病院総看護師長（坂本まゆみ君） 

 大分こう看護師、国家資格を持つ職業はずっと一生勉強し続けないとやっていけないと

いうところで、それは看護師の毎年、念頭にします会議では、先生に言っていて、自分含

めててですね、委員会もたくさんありますし、それについては皆さん残業になっても参加

してくれるし、自分たちのスキルを上げるという努力はみんなするようになってきたかな

とは思ってるんですが、まだまだだと思いますが、そこ努力は続けているところです。そ

こは感じます。みんなやらなきゃいけないていう気持ちとかは持ってくれていると思いま

す。実際に以前、学会発表とかなかなかなかった、５年くらい前はしてなかったんですが、

積極的に発表もするようになって全国の学会にも発表できるようにはなってきて、もうこ

れが当たり前のようなことの雰囲気にはなってはきてますのでこれは続けて行きたいと思

っています。このくらいでいいでしょうか。 

○牟田委員 

 先ほどの回転、患者さんの回転のあれですが、時間のどうしてもかかる外科手術とかな

んとかそれは抜きにして、１人平均５分とか６分とか先ほど言われたね、そしたらそいで

一番まっとってあれは、例えば平均６分てするなら、その倍くらいの時間を見てそれ以上

お待ちの患者さんは申し出て下さいていうそういうやり方しよるところもそれから病院に

限らず法務局あたりに行っても以前はもう本人があぎゃんとせんぎにゃいつまっでん待っ

とかんばんごとあいやったばってん、３分以上待ってるお方たち申し出てくださいていう

ようなそういう風なねあぎゃんとサービスていうとはあれからすれば自分から言いきらん

人がいっぱいおっとやっけんね、そこらへんも取り入れてこう何か考えていただければ患

者としては大分気持ちよく待てると思うんですが、どうですか。 

○太良病院院長（上通一泰君） 

 診療時間５、６分、決して長くないんですけど。たくさんいらっしゃると待ち時間が長

くなってしまうという状況なんですね、で、確かにもう普通にやっているだけではもう回

らなくなってきているので、周りのですね個人の整形外科の病院とか、かなり効率よく患

者さん見てられるとこたくさんあるんですね、ですからそういうところを見学に行って参

考にしながら改善していこうかと考えています。 

○太良病院事務長（井田光寛君） 
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 待ち時間が長くなった患者さんに何かアクションおこしているかていう件では整形外科

１時間以上待った方には声をかけるように１時間以上待たれる方いらっしゃいませんかと

かそういった声は掛けるようには今している状況です。 

○町長（岩島正昭君） 

 ちょっと質問じゃなかっですよ。要望。今、皆さんからるるこう話しのあいよるですけ

ど織田病院では看護婦さんがずっとさるきよらすさ。そいであなた何時間待っとっですか

て。何時間て言わすぎん内科ない内科にいってね言うてやいよらす。人間ドックにようい

きよってね下でそがんしよらすとが１点そこんたいしてもらいたいていうことと、もう一

つはおりゃ薬もらいに来たいどんいつまっでん待っとかんばんて薬いっちょばいて言わす

けん。薬だけの人はやなかでいれられんとかな診察のやなかにこう。そこんたいは前の人

の患者さんと話しおうてはでくっとやろうっけんが、この人は薬だけやっけんが先よかで

すかてそこんたいばねしてもらうぎんね。あたしはたいて待っとる。おりゃ薬‥‥‥て言

わす人もおらすもん。 

○太良病院院長（上通一泰君） 

 ‥‥‥は必要かなと思います。若い方に待っていただく。処方のみとかですね、確かに

それはあってですね、処方のみとか、注射の患者さんであるとか、リハビリに必要な診察

が必要な患者さんとかいらっしゃって、患者さんとしてはですね、受付の順番ていうのが

あるので、今のところそれが手をつけずにいるところであるですんですけど。工夫してで

すね、患者さんと分けて効率よく診察しようということも今、考えています。 

○坂口委員 

 そいけん例えば院長のところは多かわけね、そいけんただほら今さっき言われるごとも

う診察せんぎとリハビリでんいかれんわけね、ちょこっと見るだけ何もせんとですよ。よ

かねてちょっと言えばね。あーよかねていうてただハンコ押すてほんないリハビリどうそ

ていうふうな格好でしょうが、実際の話しが上通さんのとこも特に人間の多かけんさ。そ

のへんば今、さっきいわれるごと仕分けすればもう倍時間のつぶれるもんね。そいは必要

かかなて思う。そいだけです。何もなか。もう終わりましょう。 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

 質疑がないので、質疑を終了いたします。 

討論の方ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

討論ないので、採決します。 

議案第62号 平成25年度町立太良病院事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、

本案は原案どおり可決及び認定することに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（下平力人君） 

 異議なしと認めます。よって、議案第 62号 平成 25年度町立太良病院事業会計剰余金

の処分及び決算の認定については、原案どおり可決及び認定すべきものと決定いたしまし

た。これをもちまして、本日は７つの案件を終了いたしましたので、これにて散会いたし

ます。２日目の明日も９時 30から再開です。お疲れ様でした。 

  

午後２時 56分 散会 

 

 

以上の会議の次第は、職員の記載したものであるが、その内容の正確であることを証す

るためここに署名する。 
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